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評価調査結果要約表

１．案件の概要

国　名 ：フィリピン共和国

分　野 ：環　境

所轄部署：独立行政法人 国際協力機構 地球環

境部 第２グループ（公害対策） 公

害対策第２チーム

案件名 ：地方自治体における環境保全計画

策定と重点施策推進事業

援助形態：開発パートナー事業

援助金額（評価時）：約9,000万円

先方関係機関：多数、主要な実施機関は、カビ

テ州の４都市（ダスマリナス、ジェネラルトリ

アス、カウィット、タンザ）

日本側協力機関：財団法人 国際環境技術移転

研究センター（ICETT）

他の関係協力：

協力期間 M／D ：2001年 ７月 17日
R／D ：2001年 12月 21日
協力期間：2002年 ２月 ４日～

2005年 ２月 ３日

　（３年間）

１－１　協力の背景と概要

　マニラ首都圏の南に位置しカラバルソン地域を構成するカビテ州は、国の工業誘致政策も

あって近年急速に開発が進み人口が急増しつつある（2004 年推定約255万人、増加率年５％以

上）。人口の急増に伴い環境負荷が増大しているが、地元自治体では環境条例や環境保全計画

が未整備で行政の対策が追いつかず、廃棄物処理、排水処理は遅れ、ゴミの散乱、水質汚濁な

どの環境汚染が拡大している。このため、地元自治体、地域住民及び地元企業が一体となって環

境保全対策を実施することが急務になっている。我が国のICETTは1997～1999年までの３年間

カビテ州イムス市を対象に「アジア自治体環境支援プログラム」を実施し、同市における環境条

例及び環境保全計画の策定などを支援した。その後、同市における環境保全計画の実施を支援

するため、ICETTは独立行政法人 国際協力機構（JICA）の国民参加型専門家派遣事業により

1999～2001年度までの３年間 短期専門家を派遣し、環境教育、水質モニタリング、廃棄物管理

などの分野で技術指導を行った。その結果、イムス市では環境条例が制定され環境保全計画が

実施に移されている。この成果を近隣都市に拡大し、自治体の自助努力と相互の連携による面

的な広がりのある環境保全を実施するため、ICETTはJICAの開発パートナー事業に応募し本

件プロジェクトのプロポーザルを提出して採択された。

　同事業は 2002 年２月より３年間にわたり、機材供与、専門家派遣とカウンターパート

（C／P）の本邦研修を主な内容として、カビテ州の４都市（ダスマリナス、ジェネラルトリアス、

カウィット、タンザ）で実施された。

１－２　協力内容

（1）上位目標

対象自治体における環境状況が改善される。



２．評価調査団の概要

（担当分野：氏名及び職位）

団長・総括 ： 小嶋　良輔 独立行政法人 国際協力機構 地球環境部

第２グループ（公害対策） 公害対策第２チーム チーム長

環境管理 ： 村山　政充 財団法人 国際環境技術移転研究センター

技術顧問

自治体連携評価 ： 小林　聖子 財団法人 国際環境技術移転研究センター

調査管理員

評価計画 ： 小島　弘之 独立行政法人 国際協力機構 地球環境部

第２グループ（公害対策） 公害対策第２チーム Jr.専門員

評価分析 ： 笹尾　隆二郎 アイ・シー・ネット株式会社 取締役

コンサルティング部長

2004年９月８日～９月18日（計11日間） 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要

調査者

調査期間

３－１　実績の確認

（1）投　入

ほぼ当初予定された投入が実施されている。

（2）プロジェクト目標

対象自治体の環境行政担当官の環境対処能力が向上する。

（3）成　果

１．対象自治体において環境管理体制が整備される。

２．対象自治体において環境条例及び環境保全計画が策定される。

３．対象自治体においてインターネットによる環境情報ネットワークが築かれる。

４．対象自治体において河川の水質がモニタリングされる。

５．バランガイにおいて一般廃棄物が分別・コンポスト化される。

６．企業において産業排水処理施設が適切に維持管理される。

７．学校において環境教育が促進される。

（4）投　入（評価時点）

日本側：

長期専門家派遣 計 ０名 機材供与：簡易水質分析器

短期専門家派遣 計 29名（延べ人数） （CODメーター、携帯DOメーター

研修員受入 計 41名 等）、環境教育用投入機材

（気体検知管、液晶プロジェクター、

DVD）、 コンポスト機材、コンピュー

ター一式等

フィリピン側：

カウンターパート配置　42名

事務所・施設（スペース）提供



（2）活動と成果

活動は４都市共通で以下の７項目の成果を実現するために実施された。各都市間の達成状

況には若干の差がみられるものの、同様の傾向を示している。プロジェクトの活動計画の

実施状況は総じて良好である。成果が発現している分野と発現状況が不十分な分野が混在し

ているが、投入の規模が小規模なことを考慮すれば、全体として成果の発現は良好といえ

る。以下に項目別の概況を示す。

成果１－環境管理体制の整備：各自治体とも既に環境管理専門チームが構成されている。

成果２－環境条例及び環境保全計画（原案）の策定：環境条例及び環境保全計画は既にす

べての自治体にて原案が制定され、議会にて承認済み若しくは承認待ちの状況に

ある。

成果３－環境情報ネットワークの構築：河川の水質モニタリングの結果をインターネッ

トホームページで公開する予定であるが、いまだ実施されてはいない。

成果４－水質モニタリング：河川水質の簡易測定実施は定着し、環境局との連携（簡易測

定結果の自治体からの提供、結果により正式なモニタリングの実施といった措置）

も可能な状況にある。

成果５－バランガイにおける一般廃棄物管理：モデル・バランガイにおける分別収集・コン

ポスト化はまだほとんど実施されていない。モデル・バランガイ以外における分別

収集・コンポスト化はいずれの自治体でも実施されていない。

成果６－企業における産業排水処理施設の維持管理：モデル企業における工場の排水処理の

技術指導については、環境天然資源省（DENR）の地域事務所から自治体へ権限委

譲がなされていないこともあり、成果は限定的なものにとどまっている。またモ

デル企業以外に対する技術普及活動はほとんど実施されていない。

成果７－学校における環境教育：モデル学校においては、環境教育の導入は非常に活発で

ある。教員用の指導要領や生徒用の補助教材などが整備されている。一方モデル校

以外の学校においての環境教育の状況について詳細は明らかではないが、教員向

けに本邦研修に参加した教員などによる普及のためのセミナーが実施されている。

（3）プロジェクト目標

プロジェクト目標

「対象自治体の環境行政担当官の環境対処能力が向上する」

指標１．すべての対象自治体（４都市）で環境条例と環境保全計画が策定される。

指標２．すべての対象自治体（４都市）で河川の水質モニタリングが定期的に行われる。

指標３．すべての対象自治体（４都市）でバランガイにおける一般廃棄物のリサイクル・

コンポスト率が上昇する。

指標４．すべての対象自治体（４都市）で企業において産業排水処理施設の運転・維持

管理マニュアルが作成、使用される。

指標５．すべての対象自治体（４都市）で環境副読本が作成、使用される。



プロジェクト目標の指標は、上記の枠内に示されているとおり５項目からなるが、全体の

状況としては、指標１、２、５で達成度が高く、指標３と４の達成度が低い。もっとも指

標の３、４、５に関しては、本事業の予算や人員・体制からみて、モデルサイト以外も含め

た当初の目標設定が意欲的過ぎた面もある。

なお指標の達成傾向は各都市共通しており、都市間でめだった成果発現の差はなかった。

（4）上位目標

本プロジェクトの上位目標は「対象自治体における環境状況が改善される」というもの

である。明確な指標が設定されていないため現時点での達成見込みの推定は容易ではない

が、各自治体とも目標達成に向けての自信をもっている。その主な論拠は、既に水質モニタ

リングが軌道に乗ってきており、これに加え実効性のある環境条例の施行により、水質環境

の改善が期待できるということである。この見通しには合理性があり水質環境の改善はある

程度見込めると思われるが、一般廃棄物に関しては、現在ようやく着手されつつあるコンポ

スト施設の運営管理や住民への啓発活動の今後の成否が実態の改善に向けての大きな鍵を

握っており予断を許さないところである。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性

全般的に妥当性は高い。首都近郊の開発の進展による人口増加に伴う環境負荷の増大に

対象自治体の環境対策は追いついていない状況であり、一般廃棄物問題、生活・産業排水

の未処理による河川水質汚濁等の環境問題が顕在化している。プロジェクトは、こうした

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）の地方自治体・地域住民のニーズを反映し

たものであり、実際に実施機関となった複数の自治体で長期的な開発計画でも環境問題へ

の取り組みの必要性が謳われている。また、中央政府は10項目からなる重点課題のひとつ

に安全な水の供給を掲げている。さらに、日本の対フィリピンの国別援助計画（外務省）・

国別事業実施計画（JICA）において環境問題は「環境保全と防災」という援助の重点分野の

ひとつであり、本プロジェクトの目標と日本の援助政策との整合性も高い。したがって、本

プロジェクトは時宜を得たものであるといえる。

モデルサイト（バランガイ、学校、工場）における成果をC／Pの自助努力によりモデル

以外にも波及させていく計画であったが、現状ではモデルサイト以外では活動や成果は発

現していない。日本側投入量が比較的小規模（３年間の合計で9,000万円程度）であったこ

とから、モデルサイト以外への波及には及ばなかったものと思われる。この点では計画が

野心的すぎたように思われる。

（2）有効性

プロジェクトの有効性は、プロジェクト目標を構成している諸成果の間でその達成度に

差がある。上述のとおり、主要な成果品である各都市での環境保全条例や環境保全計画は、

案として策定され、議会で承認され実効性をもっている自治体もある。また水質モニタリ

ングも定期的にある程度の精度をもって実施されている。環境教育も広範に実施されてお

り、これらの課題の目標達成度は高い。



しかしながら企業における排水施設の運営管理状況には改善の余地があり、さらにモデ

ル・バランガイなどにおける一般廃棄物の分別・コンポスト化もまだ実施度合は低い。企

業における排水施設の運営管理状況に関しては、環境条例の制定以前は各都市の企業への

指導権限がなく各企業のプロジェクトへの参加度が低かったことと設備改善のために資金

を要することが阻害要因となっている。一般廃棄物の処理については、コンポスト施設の

設置に住民から反対が出ていることが活動の遅れの主要な要因となった。また、モデルサイ

ト以外にも活動を展開していくにはフィリピン側実施機関のC／P人員・予算などが不足し

ていた。

（3）効率性

効率性を投入のタイミング・質・量という観点から判断すると、全体的に問題は少なく、

特にフィリピン側実施機関の日本側の投入（専門家指導や日本での研修）に対する満足度

は高い。費用対効果の視点からみると、多くの課題では効率性は高いと思われるものの、企

業における排水施設の運営管理・一般廃棄物の処理という成果が十分に達成されていない

２課題に関しては、効率性は低い。ただ通常の技術協力プロジェクトに比してかなり少な

い本プロジェクト全体の投入規模を考慮した場合、４都市で７つの課題に対する取り組み

は全体的にはかなりの成果をもたらしており、総合的な効率性は高いと判断される。

（4）インパクト

既に水質モニタリングが軌道に乗ってきており、これに加え実効性のある環境条例の施

行により、水質環境の改善がある程度は期待できる。ただ一般廃棄物に関しては、現在よう

やく着手されつつあるコンポスト施設の運営管理や住民への啓発活動の今後の成否が実態

の改善に向けての大きな鍵を握っており、効果の発現に向けた活動の強化が望まれる。

なお、フィリピン側関係者への聞き取り結果を総合すると、当初予定されていない大きな

インパクトは正・負いずれの面でも特に発現していないようである１。

（5）自立発展性

いずれの自治体も自立発展性には自信をもっている。個々の環境関連部局の組織の安定

性・財務的な裏づけ・技術の蓄積動向等をみると自立発展性は比較的高いといえる。ただ

し、市職員以外の市民が主たる活動の担い手となっている一般廃棄物の分別収集・コンポ

スト化、企業の排水処理、環境教育の３分野における状況は多様である。一般廃棄物の分

別・コンポスト化と企業の排水処理においてはそれぞれモデル・バランガイ、モデル企業

でまだ十分な成果が出ておらず実施体制の確立が急務である。他方、環境教育の分野では、

モデル学校において環境教育がしっかりと行われており持続性も高いようである。

なお、モデル・バランガイ、モデル企業、モデル学校の枠を超えた更なる活動・効果の広

がりは現在の人材規模・体制では必ずしも期待できない。モデル地域の絞り込みや補助金

支給により選抜的段階的に普及しようと考えている自治体もある。

注１　細かなインパクトとしては、４都市以外の都市へプロジェクトのC／Pから環境条例作成へのアドバイスがなされるという

面的な効果の広がりが発現しつつある。



（6）本邦非政府組織（NGO）と JICAの連携の評価

1）　JICAにとっての連携の評価

【連携の利点】

JICAは本事業をICETTとの連携事業として実施することにより、ICETTのもつ経験・

知識・ネットワークをフルに活用することができた。具体的には、既にフィリピンのカ

ビテ州・イムス市でプロジェクト実績のあるICETTを本邦サイドの実施機関とすること

により、ICETTが同国同地域で有する知見・成功体験を十分に活用できた。河川の水質

モニタリングにおいて活用された簡易な機材・手法（日本側が導入・指導したもの）や本

邦研修により環境条例や環境保全計画を作成するという手法がその具体例である。ま

た、ネットワークという意味では、ICETTが現地で築いた人脈が存分に活用でき、円滑な

プロジェクトの準備や運営に貢献した。

【連携の問題点】

JICAにとっての連携の問題点は特になかったものと思われる。本開発パートナー事業

においては、ICETTが作成する実施計画書・年次報告書などは直接JICA本部に提出され

るため、在外事務所がプロジェクトに関する情報を適時に把握できないことや活動のモ

ニタリングが十分できていなかったことがあげられるが、これらは連携そのものの問

題点ではなく事業スキームや事業の運営方法の問題点である。

2）　ICETTにとっての連携の評価

【連携の利点】

ICETTにとっては、一義的にはJICAより事業の委託を受けることにより、活動資金の

確保・入手ができた。また、カビテ州のイムスを中心とする地域で、ICETTの名前は企

業・教育関係者にはそれほど知名度は高くない。そのためJICAと連携することで日本政

府が支援していると理解され、研修生の受け入れに対する先方の協力が容易に得られた

と考えられる。

【連携の問題点】

ICETTによれば、「関税の優遇措置が得られなかった」「業務の契約日が年度半ばにずれ

込むことが多く、計画の実施までに時間的な余裕がなかった」などの問題点が指摘され

ているが、これらは「連携」自体の問題点というよりも事業運営上の問題点と思われる。

なお、本事業はODAをベースとした事業であるので、原則的には私企業に対する支援は

自治体を通した間接的な活動となり限界があった。

３－３　効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

・本プロジェクトの実施前にICETTにより実施されたイムス市におけるプロジェクトの経

験が有用であった。イムス市も協力を惜しまず、ローカルネットワークの形成に寄与し

た。

（2）実施プロセスに関すること

・複数の自治体を相手に同時に協力したことにより、自治体間の協力関係や競争意識が生

まれた。



３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（1）計画内容に関すること

・モデルサイト（バランガイ、学校、工場）以外での活動が不十分であった。モデルサイト

以外にも活動を展開していくにはC／Pの人員・予算などが不足していた。

（2）実施プロセスに関すること

・プロジェクトのモニタリングは主として日本人短期専門家に拠った。しかし、その派遣

期間は１回で１か月未満と短く、プロジェクト全体のモニタリングには十分ではなかっ

た。

・企業における排水施設の運営管理状況には改善の余地がある。企業における排水施設

の運営管理状況に関しては、環境条例の制定以前は各都市の企業への指導権限がなく各

企業のプロジェクトへの参加度が低かったことと設備改善のために資金を要することが

阻害要因となっている。

・モデル・バランガイなどにおける一般廃棄物の分別・コンポスト化の実施度合は低い。

一般廃棄物の処理については、コンポスト施設の設置に住民から反対が出ていることが

活動の遅れの主要な要因となった。

３－５　結　論

　プロジェクトの活動計画の実施状況は総じて良好である。プロジェクト目標が達成されてい

る分野と十分に達成されてない分野があるが、投入の規模が小規模なことを考慮すれば、全体と

して成果は良好といえる。コンポストの普及（ゴミの減量化）など一部協力期間内に達成が困

難とみられる成果も存在するが、市長やC／P及び地域住民らの環境問題に対する意識は高く、

環境行政の強化に向けた取り組み意欲も十分みられ、将来において、より充実した環境管理を

展開するための基礎固めはできたものと判断される。したがって、本プロジェクトは予定どおり

３年間の協力期間をもって終了することが妥当である。

３－６　提　言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

（1）短期的提言（協力期間終了まで）

・イムス市の例も参考にしてコンポスト製造施設の完成を急ぐこと。

・水質モニタリング結果を公表するホームページを各自治体で早めに立ち上げること。

・学校における環境教育を保護者や成人にも拡充すること（父兄参観などの実施）。

・環境条例の施行後に自治体によりモデル工場における産業排水処理の指導を行うこと。

（2）長期的提言（協力期間終了後）

・自治体において環境管理に係る予算、人員を強化すること。

・近い将来水質浄化法（Clean Water Act）の運用細則が施行される見通しである。その場

合、自治体の環境条例を必要に応じて見直すこと。

・DENRは自治体の水質モニタリング結果に関心が強い。同省の州出先事務所と自治体の

連絡調整を強化すること。



３－７　教　訓

（1）複数の自治体を相手に同時に協力したことにより、自治体間の協力関係や競争意識が生

まれた。したがって、複数の都市でのプロジェクト実施は単体での協力にはみられない相

乗効果が望める。

（2）本プロジェクトの前に実施された ICETTによるイムス市への協力経験が有用であった。

実施機関にこうした類似業務経験のあることはプロジェクトのフィージビリティを高め

る。

（3）環境教育は児童を対象としたが、児童の場合は目前の環境対策に直接寄与しない。河川

へのゴミ投棄などの慣習を改めるには成人を教育する必要がある。

（4）コンポストづくり（生ゴミの減量化、再利用）のためには住民の合意形成、用地選定、電

源工事など周到な準備が必要である。先行したイムス市でのコンポスト普及の成功経験を活

用するべきであった。

（5）モデルサイト（バランガイ、学校、工場）以外にも活動を展開していくにはC／Pの増員

など組織、人員について事前に検討する必要があった。

（6）州政府が当初からプロジェクト実施に関与し、必要に応じて市に対してイニシアルコス

トなどの資金の支援を行うなどの措置も検討すべきであった。

（7）プロジェクトのモニタリングは主として日本人短期専門家に拠った。しかし、その派遣期

間は１回で１か月未満と短く、プロジェクト全体の進捗モニタリングには十分ではなかっ

た。モニタリングをしっかり行うためには、より長期間（例えば６か月）の派遣が望まれる

（注：開発パートナー事業では予算上の制約があり、機材、日本研修などの投入との兼ね合

いから専門家派遣の期間が短くなった）。
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第１章　評価調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　本事業の実施団体である財団法人 国際環境技術移転研究センター（ICETT）は、急速に深刻

化するカビテ州における環境問題克服への支援を実施するため、同州内の４自治体を対象とし

て「地方自治体における環境保全計画策定と重点施策推進事業」を JICA開発パートナー事業と

して提案した。

　これに対し本事業は2000年度に仮採択となり、事前調査（2001年７月）、口上書交換による国

際約束の形成（2001年 12月）、討議議事録（R／D）締結（2001年 12月）を了したのち、ICETT

と委託契約を締結（2002 年２月４日）し、2001 年度から事業を開始している。

　2005 年２月で本案件はプロジェクト当初協力期間の終了を迎え、残り約半年となることか

ら、これまでの活動状況を総括し、今後の類似案件への提言を行う意味からも今般終了時評価を

実施することとした。

１－２　調査団の構成

分　野

団長・総括

環境管理

自治体連携評価

評価計画

評価分析

氏　名

小嶋　良輔

村山　政充

小林　聖子

小島　弘之

笹尾　隆二郎

所　属

独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 第２グループ （公

害対策）公害対策 第２チーム チーム長

財団法人 国際環境技術移転研究センター 技術顧問

財団法人 国際環境技術移転研究センター 調査管理員

独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 第２グループ（公

害対策）公害対策 第２チーム Jr. 専門員

アイ・シー・ネット株式会社 取締役 コンサルティング部長

１－３　評価調査日程

９月 ８日

９月 ９日

９月 10日

９月 11日

９月 12日

水

木

金

土

日

マニラ

マニラ

マニラ

マニラ

マニラ

移動（評価分析、評価計画団員）成田－マニラ

PM：JICAフィリピン事務所打合せ

AM：LOGODEF表敬　環境管理局（EMB）Region 4表敬

PM：教育省（DePEd）カビテ事務所表敬、カビテ州政府表敬、現地

サイト視察

AM：ダスマリナスへの聞き取り・視察

PM：タンザ市への聞き取り・視察

AM：ジェネラルトリアス市への聞き取り・視察

PM：カウィット市への聞き取り・視察

資料整理、ミニッツ案・評価案作成

日　順 行　程 宿　泊
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９月 13日

９月 14日

９月 15日

９月 16日

９月 17日

９月 18日

月

火

水

木

金

土

マニラ

マニラ

マニラ

マニラ

マニラ

団長移動（成田－マニラ）

（他団員）イムス市への表敬、視察

夕刻：JICAフィリピン事務所長への表敬

（全団員）AM：ダスマリナス市との評価結果案の協議

PM：カウィット市との評価結果案協議

AM：タンザ市との評価結果案協議

PM：ジェネラルトリアス市との評価結果案協議

AM：国家経済開発庁（NEDA）への表敬

PM：評価報告書案・ミニッツ案の修正

AM：合同評価結果検討会議、ミニッツ署名

PM：日本大使館報告、事務所報告

移動（全団員）マニラ－成

日　順 行　程 宿　泊

１－４　主要面談者

〈フィリピン側関係者〉

国家経済開発庁（NEDA）

Ameta B. Benjamin, Supervising Economic Development Specialist

環境管理局（EMB）第４地域事務所

Engr. Jessie A. Conde, Head of Environmental Quality Division

教育省（DepEd）カビテ事務所

Alma Bella O. Bautista, School Division Superintendent

カビテ州政府

Hon. Ayong S. Maliksi, Governor of the Province of Cavite

Nina N. Lagac, Chief staff, Office of Provincial Government

Rolina P. Pozas, Provincial Government Environment and Natural Resources Officer

イムス市

Hon. Homer T. Saquilayan, Municipal Mayor

Virginia S. Sarroca, Municipal Environment and Natural Resources Officer

Rodyll B. Pelaez, Project Evaluation Officer

ダスマリナス市

Hon. Elpidio F. Barzaga, Jr., Municipal Mayor

Gina A. Negrido, EMS-I

Egnr. Moises C. Menguito, Municipal Planning and Development Coordinator
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ジェネラルトリアス市

Hon. Luis A. Ferrer IV, Municipal Mayor

Jemie P. Cubillo, Municipal Planning and Development Coordinator

Renato L. Escurel, Municipal Environment and Natural Resources Officer

カウィット市

Hon. Federico A. Poblete, Municipal Mayor

Hon. Reynaldo B. Aguinaldo, Municipal Vice Mayor

Redentor G. Dones, Project Evaluation Officer III

Soledad G. Salinas, Project Evaluation Officer II

Annaliza P. Caday, Statistician

タンザ市

Hon. Raymundo A. Del Rosario, Municipal Mayor

Hon. Marcus Ashley C. Arayata, Municipal Vice Mayor

Corazon C. Tahimic, Municipal Planning and Development Coordinator

Menandro R. Dimaranan, Acting Municipal Environment and Natural Resources Officer

〈日本側関係者〉

日本大使館

渡辺　浩子 二等書記官

JICA フィリピン事務所

松浦　正三 所　長

高田　裕彦 次　長

小林　清人 所　員

１－５　プロジェクトの概要

　マニラ首都圏の南に位置しカラバルソン地域を構成するカビテ州は国の工業誘致政策もあっ

て近年急速に開発が進み人口が急増しつつある（1995 年約 161 万人、2004 年推定約 255 万人で

10年間で約100万人増加）。人口の急増に伴い環境負荷が増大しているが、地元自治体では環境

条例や環境保全計画が未整備で行政の対応は追いつかず、廃棄物処理、排水処理は遅れ、ゴミ

の散乱、水質汚濁などの環境汚染が拡大している。このため、地元自治体、地域住民及び地元

企業が一体となって環境保全対策を実施することが急務になっている。我が国の ICETT は

1997 ～ 1999 年までの３年間カビテ州イムス市を対象に「アジア自治体環境支援プログラム

（Environmental Cooperation Program for ASIA：ECPA）」（ECPA Imus）を実施し、同市におけ

る環境条例及び環境保全計画の策定などを支援した。その後、同市における環境保全計画の実

施を支援するため、ICETTは JICAの国民参加型専門家派遣事業により 1999 ～ 2001 年度までの

３年間、短期専門家を派遣し、環境教育、水質モニタリング、廃棄物管理などの分野で技術指

導を行った。その結果、イムス市では環境条例が制定され環境保全計画が実施に移されるなど
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環境管理能力の向上がなされた。この成果を近隣都市に拡大し、自治体の自助努力と相互の連

携による面的な広がりのある環境保全を実施するため、ICETTは JICAの開発パートナー事業に

応募して採択された。

　本事業はカビテ州の４都市（ダスマリナス、ジェネラルトリアス、カウィット、タンザ）を対

象として、各自治体の環境行政担当官の環境対処能力の向上をめざすものである。

　具体的には環境管理体制整備、環境条例及び環境保全計画の策定、環境情報ネットワーク構

築、河川水質モニタリング、モデル地区（バランガイ）における一般廃棄物の分別・コンポスト

化、モデル企業における適切な排水処理施設の運用・維持管理、モデル学校における環境教育の

７つの成果分野に関する支援を実施し、一般廃棄物、企業の廃水処理、環境教育の３分野につ

いてはモデル以外への普及もめざすものである（各成果達成のための詳細な活動については３－

２項を参照）。

　なお協力期間は 2002 年２月４日～ 2005 年２月３日までの３年間である。
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第２章　評価の方法

２－１　プロジェクト評価の方法

（1）手　法

　　終了時評価は、プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法に基づいて「改訂版

JICA事業評価ガイドライン」に沿って行われた。同評価は、プロジェクト管理のための要約

表であるプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を用い、評価時点での実績（計画

の達成状況若しくは達成見込み）及び実施プロセスの検証を踏まえたうえで、以下の評価の

５項目（妥当性・有効性・効率性・インパクト・自立発展性）の観点から行う多面的な評価で

ある。評価を行うにあたっては、評価グリッド（付属資料参照）を作成し、具体的な評価設問

を設定した。

①　妥当性（relevance）２

　　プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が受益者のニーズに合

致しているか、問題や課題の解決策として適切か、被援助国及び日本側の政策との整合性

はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、公的資金であるODA で実施する必

要があるかなどといった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。

②　有効性（effectiveness）

　　プロジェクトの実施により本当に受益者若しくは社会への便益がもたらされているのか

（あるいは、もたらされるのか）を問う視点。

③　効率性（efficiency）

　　主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、投入が有効に活用されているか（あ

るいはされるか）を問う視点。

④　インパクト（impact）

　　プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果をみる視点。

予期していなかった正・負の効果・影響を含む。

⑤　自立発展性（sustainability）

　　援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは持続の見込

みはあるか）を問う視点。

　　なお、本評価においては、「本邦非政府組織（NGO）と JICAの連携」も評価の視点に含めて

いる。

（2）PDM の活用

　　通常、PCM手法を用いて評価を行う場合には、プロジェクトの開始時点から同手法に基づ

いて PDMが作成され、活用されていることが前提となる。本プロジェクトにおいても、開始

時点において PDMが作成されている。しかしその内容には、以下のとおりいくつか問題点

が見受けられた。

注２　以下の５項目の説明は、「プロジェクト評価の手引き（改訂版　JICA事業評価ガイドライン）」p.41から抜粋した。
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（主な問題点）

1）　PDM の指標欄をみると、一般廃棄物管理・産業排水処理・環境教育の３課題に関し、モ

デルサイト（バランガイ・企業・学校）での達成は「成果」レベルのみで記述されているの

に対し、モデル以外での課題の達成に関しては、「プロジェクト目標」レベルのみで記述さ

れている。これはおそらくPDM中の異なるレベルでの同一記述の反復を避けたためと思わ

れるが、モデルの内・外での課題の達成を峻別してあえて異なるレベルに目標設定すること

には十分な合理性がない。

2）　上位目標から成果に至るまで、全体的に指標の内容がやや不明確である。達成の年限

（ｘｘ年ｘｘ月と明示されているのは、成果の３項目のみ）を明確にし、一部の項目の内容

（例：環境保全計画）もより具体化することが望ましい。

3）　プロジェクト目標指標の「２．対象自治体において水質モニタリングが定期的に実施さ

れる」と成果項目の「４：対象自治体において河川の水質がプレモニタリングされる」の違

いがわかりにくい。

4）　プロジェクト目標の指標１「対象自治体において環境管理に係る人員・予算の配置・配

分が行われる」と成果の指標１「2001 年 12 月までに対象自治体において環境管理体制が整

備される」との違いがわかりにくい。

　　上記の問題点のうち､ 1）3）4）は、実際の評価を行ううえで支障となるので、これらの点

に絞って既存のPDMを以下のとおり修正（微調整）することについて、実施機関側と合意し

た。

（修正点）

1）　プロジェクト目標の指標のうち、モデルサイト（バランガイ・企業・学校）以外での達

成に関する項目（指標の３、４、５）から「モデル以外」という表現を削除し、モデルサイ

トにおける達成も指標に含めた。同時に成果レベルの指標においては、「モデル以外」に関

する指標を追加した。結果的には、一般廃棄物管理・産業排水処理・環境教育の３課題の

達成については、成果とプロジェクト目標の２つのレベルで取り上げられることになる

が、成果では個々の都市での達成度に焦点をあて、プロジェクト目標では、４都市全体での

達成度及び課題間の差異に焦点をあてるものとする。

2）　プロジェクト開始時点では、自治体によるモニタリングは簡易な測定によるものでラボ

スケール同様な正式なモニタリングと認知されていないため「プレモニタリング」という表

現が用いられたが、少なくとも PDM内で表現を統一する必要があるため用語を「モニタ

リング」で統一した。

3）　プロジェクト目標の指標１の内容を「対象自治体全体において環境条例と環境保全計画

が策定される」と修正して成果１の指標「2001 年 12月までに対象自治体において環境管理

体制が整備される」と差別化した。ただ、これにより今度は、同プロジェクト目標指標１と

成果２「対象自治体において環境条例及び環境保全計画が策定される」の内容が酷似するた

め、成果の２は、「対象自治体において環境条例及び環境保全計画の原案が策定される」と

解釈した３。

注３　原案は、市議会・県議会での承認を受け、条例・計画として発効する。
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２－２　調査方法

（1）文献資料調査

　　本件のプロジェクト・プロポーザル、ミニッツ、討議議事録（R／ D）、年次報告書などに

より関連情報を収集・分析した。

（2）質問票による聞き取り調査

　　事前送付した質問票を用いて政府関係機関・カウンターパート（C／ P）・その他プロジェ

クト関係者に対し広範な聞き取り調査を実施した。聞き取りを行った対象者と聞き取り調査

のポイントは、以下のとおりである。

1）　環境天然資源省（ DENR：Department of Environment and Natural Resources）、環境管理

局（EMB：Environmental Management Bureau） Region 4：プロジェクトへのかかわり方とプ

ロジェクトに関する大局的な事柄を聞く。

2）　LOGODEF（NGO）：プロジェクトへのかかわり方とプロジェクトに関する大局的な事柄

を聞く。

3）　イムス市（Municipality of Imus）：プロジェクトへのかかわり方とプロジェクトに関す

る大局的な事柄を聞く。

4）　教育省カビテ事務所（Division of Cavite-DepEd）：プロジェクト合同調整会議（JCC）の

メンバーであるが、プロジェクトに直接参加していないので、表敬色が強いインタビュー

となる。

5）　カビテ州知事（Governor of Cavite province）JCC のメンバーであるが、プロジェクトに

直接参加していないので、表敬色が強いインタビューとなる。

6）　プロジェクト実施地４都市の首長：プロジェクトに関する大局的な事柄を聞く。

7）　４都市の職員（C ／ P）：プロジェクトに関する実績など詳細を聞く。

8）　４都市のモデル・バランガイ：プロジェクトに関する実績など詳細を聞く。

9）　３都市のモデル企業：プロジェクトに関する実績など詳細を聞く。

10）　４都市のモデル学校：プロジェクトに関する実績など詳細を聞く。

（3）直接観察

　　供与機材に関しては調査期間中に可能な範囲でその稼動状況・保管状況を確認した。
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第３章　プロジェクトの実績と現状

３－１　プロジェクトの投入実績

　日本側投入実績

（1）専門家派遣

2001 年度（第１年次）

氏　名

村山　政充

増田　　健

日下部　茂世

嶋本　文夫

桐生　定巳

柳下　修一

配属先

ICETT 技術顧問

ICETT 研修部

四日市市 環境部

ICETT 技術顧問

四日市市 少年自然の家

ICETT 調査研究部

指導科目

プロジェクトマネージャー

水質モニタリング

一般廃棄物管理

産業排水処理

環境教育

業務調整

派遣期間

2002.2.10～ 2.26

2002.2.10～ 2.22

2002.2.10～ 2.22

2002.2.10～ 2.22

2002.2.10～ 2.22

2002.2.10～ 2.27

第１回目

第１回目

第１回目

第１回目

第１回目

第１回目

2002 年度（第２年次）

氏　名

村山　政充

村山　政充

村山　政充

嶋本　文夫

日下部　茂世

日下部　茂世

桐生　定巳

小林　聖子

小林　聖子

小林　聖子

配属先

ICETT 技術顧問

ICETT 技術顧問

ICETT 技術顧問

ICETT 技術顧問

四日市市 環境部

四日市市 環境部

四日市市 少年自然の家

ICETT

ICETT

ICETT

指導科目

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャー

産業排水処理

一般廃棄物管理

一般廃棄物管理

環境教育

業務調整

業務調整

業務調整

派遣期間

2002. 9.28～ 10. 6

2002.11.29～ 12.7

2003. 2.23～ 3.11

2002. 9.28～ 10. 6

2002.11.29～12. 7

2003. 3. 1～ 3. 9

2003. 2.23～ 3. 1

2002. 9.28～ 10. 6

2002.11.29～ 12.7

2003. 2.23～ 3.11

第１回目

第２回目

第３回目

第１回目

第２回目

第３回目

第３回目

第１回目

第２回目

第３回目
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2003 年度（第３年次）

氏　名

村山　政充

村山　政充

村山　政充

嶋本　文夫

嶋本　文夫

桐生　定巳

桐生　定巳

小林　聖子

小林　聖子

小林　聖子

配属先

ICETT 技術顧問

ICETT 技術顧問

ICETT 技術顧問

ICETT 技術顧問

ICETT 技術顧問

四日市市 少年自然の家

四日市市 少年自然の家

ICETT

ICETT

ICETT

指導科目

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャー

産業排水処理

産業排水処理

環境教育

環境教育

業務調整

業務調整

業務調整

派遣期間

2003.10.16～ 10. 24

2003.12. 8 ～ 12.17

2004. 2.20～ 3. 8

2003.12. 8 ～ 12.17

2004. 2.21～ 3. 3

2003.10.16～ 10. 24

2004. 2.21～ 3. 8

2003.10.16～ 10. 24

2003.12. 8 ～ 12.17

2004. 2.20～ 3. 8

第１回目

第２回目

第３回目

第２回目

第３回目

第１回目

第３回目

第１回目

第２回目

第３回目

2004 年度（第４年次）　※ 2004.9 現在

氏　名

村山　政充

日下部　茂世

小林　聖子

配属先

ICETT 技術顧問

四日市市 環境部

ICETT

指導科目

プロジェクトマネージャー

一般廃棄物管理

業務調整

派遣期間

2004. 9. 5～ 9. 18

2004. 9. 5～ 9. 13

2004. 9. 5～ 9. 18

第１回目

第１回目

第１回目
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（2）研修員受入れ

2002 年度（第２年次）

市

ダスマリナス

カウィット

ジェネラル

トリアス

タンザ

イムス

氏　名

Mr. Moises C. MENGUITO

Ms. Merciros G. ABUAN

Ms. Madelaine M. LARA

Mr. Rey Victor S. SANTOS

Mr. Reynaldo B. AGUINALDO

Mr. Jemie P. CUBILLO

Mr. Renato L. ESCUREL

Ms. Maximina C. POBLETE

Ms. Corazon C. TAHIMIC

Mr. George B. FOJAS

Mr. Menandro R. DIMARANAN

Ms. Angelina G.

CANTHIMBUHAN

年齢

36

22

26

47

55

39

39

39

47

45

38

40

所属先名

Office of the Municipal Planning and

Development Coordinator

Environment Office

Office of the Municipal Engineer

Office of the Municipal Planning and

Development Coordinator

Office of the Sangguniang Bayan

Office of the Municipal Planning and

Development Coordinator

Municipal Enviornment & Natural

Resources Office

Office of the Municipal Planning and

Development Coordinator

Office of the Municipal Development Staff

Office of the Municipal Engineer

Office of the Municipal Development Staff

Office of the Municipal Planning and

Development Coordinator

役職名

Municipal Planning and

Development Coordinator

Environment Officer

Engineer Ⅳ

Municipal Planning and

Development Coordinator

Vice Mayor

Municipal Planning and

Developmen Coordinator

Municipal Environmental &

Natural Resources Officer

StatisticianⅠ

Municipal Planning and

Development Coordinator

Municipal Engineer

DraftsmanⅢ

Municipal Planning and Dpmt.

Coordinator/Zoning

Administrator

研修期間　：2002 年７月 14 日（日）～８月３日（土）

研修参加者：12 名

研修目的　：対象自治体の環境行政担当官の環境対処処理能力向上を図る。

①　環境保全計画（案）策定指導

②　河川水質モニタリング活動に必要な簡易モニタリング技術指導

③　一般廃棄物管理改善計画を推進するための指導

研修訪問先：四日市市役所（表敬）、三重県 保健環境研究部、四日市環境学習センター、四日

市南部埋立処分場、四日市資源リサイクルセンター、四日市市 尾平地区、菰野

町 清掃センター、菰野町 千草地区、クリスタルクレイ（株）多治見工場
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2003 年度（第３年次）

市

ダスマリナス

カウィット

ジェネラル

トリアス

タンザ

イムス

カビテ州

教育省

（DePEd）

氏　名

Ms. Gina A. NEGRIDO

Ms. Necitas Z. REZOL

Mr. Rodrigo L.. GUMAPAL Jr.

Mr. Redentor G. DONES

Ms. Anna Linda O. VELASCO

Mr. Ruperto T. ARCA

Ms. Nelia S. ALMERIA

Ms. Ma. Virginia T. ARATAN

Ms. Ma. Nonita S. ALARCA

Mr. Levy T. BERGOÑA

Mr. Rodyll B. PELAEZ

Ms. Nina N. LAGAC

Ms. Alma Bella O. BAUTISTA

年齢

24

33

35

44

37

40

54

33

38

34

29

29

60

所属先名

Environment Office

Francisco Barzaga Memorial School

Dasmariñas Paper mills Incorporated

Office of the Municipal Planning and

Development Coordinator

Aguinaldo Elementary School

Municipal Environment & Natural

Resources Office

Bacao Elementary School

Office of the Municipal Engineer

Tanza Elementary School

Trans National Paper Corp.,

Office of the Municipal Planning and

Development Coordinator

Cavite Provincial Capitol

Department of Education, Division Office

役職名

Staff

Teacher

Manufacturing Services

Manager

Project Evaluation Officer

Teacher -District Guidance

Coordinator

Environmental Management

Specialis Ⅰ

Teacher and Guidance

Counselar

Architect

Master TeacherⅠ

QC Supervisor

Project Evaluation Officer Ⅲ

Chief of Staff and Concurrent

Youth and Sports Development

Division Head

Schools Division

Superintendent

研修期間　：2003 年７月 21 日（月）～８月 10 日（日）

研修参加者：14 名

研修目的　：対象自治体のモデル学校における環境教育とモデル工場の排水処理管理向上を図

る。

①　モデル学校における環境教育の指導副読本作成

②　モデル工場における排水処理の運転管理マニュアル作成

研修訪問先：四日市市役所（表敬）、三重県 環境学習情報センター、四日市市 少年自然の家、

四日市市立常盤西小学校、四日市市立大谷台小学校、四日市市 日永浄化セン

ター、中部電力 川越電力館、霞共同事業（株）、（株）ミヤオカンパニーリミテッ

ド、トヨタの森

やむを得ない事情による緊急帰国者　１名
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2004 年度（第４年次）

市

ダスマリナス

カウィット

ジェネラル

トリアス

タンザ

イムス

カビテ州

教育省

通　訳

氏　名

Mr. Arnel B. BRAZAL

Mr. Manolito O. REBONG

Ms. Josefina Ramona A

SICCUAN

Ms. Annaliza P. CADAY

Mr. Benjamin del R. VALLAR

Mr. Conrado O. QUIAMZON Jr.

Mr. Renato L. ESCUREL

Mr. Carmelito B. Nocon

Mr. Menandro R. DIMARANAN

Mr. Angelito B. CENTENO

Mr. Corazon C. TAHIMIC

Ms. Virginia S. SARROCA

Mr. Rolinio P. POZAS

Mr. Dennis N. CALARA

Mr. Anthony Patrick B

SIBAYAN

年齢

36

48

43

41

54

42

41

51

40

43

49

45

46

42

34

所属先名

Municipality of Dasmariñas

Barangay Salawag, Dasmariñas

Barangay Salawag, Dasmariñas

Office of the Municipal Planning and

Development Coordinator

Barangay Gahak, Kawit

Barangay Gahak, Kawit

Municipal Enviornment & Natural

Resources Office

Municipality of General Trias

Office of the Municipal Development Staff

Barangay Calibuyo, Tanza

Office of the Municipal Development Staff

Municipal Environment & Natural

Resources Office

Cavite Provincial Capitol

Local Government Development

Foundation

S & A Interpretation Translation Co.

役職名

Dumpsite Supervisor

Barangay Captain

Barangay Councilwoman

Statistician and MPDC staff

Barangay Captain

Barangay Councilman

Municipal Environmental &

Natural Resources Officer

Municipal Councilor Chairman

Acting MENRO

Barangay Captain

Municipal Planning and

Development Coordinator

Municipal Environment and

Natural Resources Officer

Provincial Environmental

Officer

Senior Programme Officer

通訳（日本語⇔英語・タガロ

グ語）

研修期間　：2004 年７月 25 日（日）～８月８日（日）

研修参加者：14 名＋１名（通訳）

研修目的　：対象自治体のモデル・バランガイにおける一般廃棄物分別の向上を図る。

①　各自治体及び州での環境改善

②　モデル・バランガイにおける一般廃棄物の分別及びコンポスト化

研修訪問先：四日市市役所（表敬）、三重県 環境学習情報センター、四日市南部埋立処分場、

四日市北部清掃工場、小山廃棄物処理場、鳥羽水族館
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（3）機材供与

年　度

2002年度

2003年度

2004年度

品目名

パーソナルコンピューター

プリンター

コンポスト機器

シュレッダー

COD計

COD計

溶存酸素計

pH計

透視度計

温度計

プロジェクター

VDデッキ

気体検知管

UVメーター

環境教育用ビデオ教材

分別用ゴミ箱

透視度計

ノート型パソコン

液晶プロジェクター

スクリーン

用　途

モニタリングデータ等集計

モニタリングデータ等集計

モデル・バランガイ一般廃棄物

コンポスト化用

モデル・バランガイ一般廃棄物

コンポスト化用

河川水質モニタリング用

河川水質モニタリング用（バッ

クアップ用）

河川水質モニタリング用

河川水質モニタリング用

河川水質モニタリング用

河川水質モニタリング用

モデル学校環境教育用

モデル学校環境教育用

モデル学校環境教育用

モデル学校環境教育用

モデル学校環境教育用

モデル学校環境教育用

モデル学校環境教育用

モデル学校環境教育用

各市役所

各市役所・モデル学校

備　考

2004年度終了までに供与予定

2004年度終了までに供与予定

2004年度終了までに供与予定

2004年度終了までに供与予定

2004年度終了までに供与予定

2004年度終了までに供与予定

数量

４

４

４

４

４

１

４

４

４

４

４

４

４

４

４

480

４

４

４

８

３－２　成果の達成状況と活動実績

　プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）や活動計画にもあるとおり、本プロジェクト

では７つの成果分野において活動が実施されている。各成果と成果をあげるための活動内容につ

いて以下の表に掲げる。

成　果

１　対象自治体において環境管理

体制が整備される

活　動

１－１　対象自治体において環境管理のための人員を配置

する

１－２　対象自治体において環境管理活動のための予算計

画を策定する

１－３　対象自治体において環境管理グループ（EMG）を

設立する
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成　果

２　対象自治体において環境条例

及び環境保全計画が策定される

３　対象自治体においてインター

ネットによる環境情報ネット

ワークが築かれる

４　対象自治体において河川の水

質がモニタリング＊される

５　 バランガイにおいて一般廃棄

物が分別・コンポスト化される

活　動

２－１　対象自治体において環境意識調査を実施する

２－２　日本において環境条例及び環境保全計画の策定に

関する研修に参加する

２－３　対象自治体においてその制定に先立ち環境条例の

草案を作成する

２－４　対象自治体において環境保全計画を立案する

３－１　対象自治体において環境情報ネットワーク上に

ファイルする情報を決定する

３－２　対象自治体においてPC及び周辺機器の設置場所

を特定する

３－３　対象自治体においてPC及び周辺機器を調達する

３－４　対象自治体において環境情報ネットワークのフォ

ローアップ調査を行う

４－１　対象自治体における河川の水質に関する実態調査

を行う

４－２　日本において水質モニタリングに関する研修に参

加する

４－３　対象自治体において水質モニタリングのアクショ

ンプランを策定する

４－４　対象自治体において水質モニタリングを実施する

４－５　対象自治体において水質モニタリングのフォロー

アップ調査を行う

４－６　対象自治体において水質モニタリング結果を分析

する

５－１　対象自治体における一般廃棄物管理の実態調査を

行う

５－２　対象自治体においてモデル・バランガイを選定す

る

５－３　日本において一般廃棄物管理に関する研修に参加

する

５－４　対象自治体において一般廃棄物管理のアクション

プランを策定する

５－５　モデル・バランガイにおいて一般廃棄物管理につ

いてセミナーを開催する

５－６　モデル・バランガイにおいて一般廃棄物の分別･コ

ンポスト化を実施する

５－７　他のバランガイにおいて一般廃棄物の分別・コン

ポスト化の普及セミナーを開催する

５－８　対象自治体において一般廃棄物管理のフォロー

アップ調査を行う
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成　果

６　企業において産業排水処理施

設が適切に維持管理される

７　学校において環境教育が促進

される

活　動

６－１　対象自治体において産業排水処理施設の実態調査

を行う

６－２　対象自治体においてモデル企業を選定する

６－３　日本において産業排水処理に関する研修に参加す

る

６－４　モデル企業において産業排水処理施設の運転・維

持管理マニュアルを作成する

６－５　モデル企業において産業排水処理をマニュアルに

従い維持･管理する

６－６　他の企業において産業排水処理の普及セミナーを

開催する

６－７　対象自治体において産業排水処理のフォローアッ

プ調査を行う

７－１　対象自治体における環境教育の実態調査を行う

７－２　対象自治体においてモデル学校を選定する

７－３　日本において環境教育に関する研修に参加する

７－４　対象自治体において環境教育のアクションプラン

を策定する

７－５　モデル学校において環境教育用副読本を作成する

７－６　モデル学校において環境教育を実施する

７－７　他の学校において環境教育の普及セミナーを開催

する

７－８　対象自治体において環境教育のフォローアップ調

査を行う
＊ここでいうモニタリングとはRENRが実施する法的に規定された正式なモニタリングを指すのではなく、対象自治体が独自で実

施する簡便な方法で行うものを指す。

　　本プロジェクトでは４都市において活動がなされており、各都市間の達成状況には若干の

差がみられるがほぼ同様の傾向にある。以下に４都市における各成果分野の達成状況の概要を

示す。
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各
都
市
の
成
果
の
概
要
に
つ
い
て

ダ
ス
マ
リ
ナ
ス
市

37
万
9,5
20
人
、
8.2
3％

設
置
済
み
。
し
か
し
、
担
当
者
の
レ
ベ

ル
は
や
や
低
い
。

ド
ラ
フ
ト
済
み
、
議
会
承
認
待
ち
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
未
作
成
、
技
術
習
得
必

要
。
デ
ー
タ
は
蓄
積
あ
り
。

当
初
予
定
の
３
か
所
に
加
え
５
か
所

で
実
施
中
。

モ
デ
ル
・
バ
ラ
ン
ガ
イ
に
お
け
る
分
別

収
集
、
コ
ン
ポ
ス
ト
づ
く
り
は
な
さ
れ

て
い
な
い
。
臭
い
に
対
す
る
心
配
か
ら

住
民
が
反
対
。
モ
デ
ル
外
へ
の
普
及
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。

公
害
防
止
管
理
者
に
よ
り
モ
デ
ル
工
場

の
運
転
維
持
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
済

み
。
た
だ
し
、
モ
デ
ル
工
場
閉
鎖
。
モ

デ
ル
外
へ
の
普
及
実
績
は
な
し
。

モ
デ
ル
学
校
に
お
い
て
教
師
用
指
導
要

領
を
使
用
し
て
普
及
啓
発
実
施
中
。
モ

デ
ル
外
で
は
２
回
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
。

ジ
ェ
ネ
ラ
ル
ト
リ
ア
ス
市

10
万
7,6
91
人
、
10
.76
％

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
前
か
ら
設
置
済
み
、

予
算
・
人
員
あ
り
。

条
例
ド
ラ
フ
ト
完
成
済
み
。
保
全
計
画

は
承
認
済
み
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
未
作
成
。
技
術
習
得

必
要
。
デ
ー
タ
は
蓄
積
あ
り
。

当
初
予
定
に
３
か
所
増
や
し
て
６
か
所

で
実
施
中
、
デ
ー
タ
は
適
切
に
保
管
。

他
市
へ
も
支
援
し
て
い
る
。

モ
デ
ル
・
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
サ
ブ
デ
ィ
ビ

ジ
ョ
ン
で
分
別
収
集
開
始
、
コ
ン
ポ
ス

ト
は
電
源
工
事
実
施
待
ち
。

モ
デ
ル
外
で
は
実
績
な
し
。

公
害
防
止
管
理
者
に
よ
り
モ
デ
ル
工
場

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
済
み
。
水
質
基
準

を
ク
リ
ア
。
モ
デ
ル
外
へ
の
普
及
実
績

は
な
し
。

モ
デ
ル
学
校
に
お
い
て
教
師
用
指
導
要

領
を
使
用
し
て
普
及
啓
発
実
施
中
。
モ

デ
ル
外
で
は
４
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

実
施
。

カ
ウ
ィ
ッ
ト
市

６
万
2,7
51
人
、
2.0
8％

設
置
済
み
。
担
当
者
の
レ
ベ
ル
は
や
や

低
い
。

両
方
と
も
策
定
、
承
認
済
み
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
未
作
成
。
外
部
委
託
を

検
討
中
。
デ
ー
タ
は
蓄
積
あ
り
。

２
か
所
で
実
施
中
。
デ
ー
タ
は
適
切
に

保
管
。

当
初
選
定
し
た
モ
デ
ル
・
バ
ラ
ン
ガ
イ

で
は
住
民
の
苦
情
と
ゴ
ミ
量
の
不
足
か

ら
計
画
を
キ
ャ
ン
セ
ル
。
別
の
バ
ラ
ン

ガ
イ
を
選
定
し
、
住
民
に
対
し
て
啓
発

普
及
活
動
を
計
画
中
。

工
場
が
な
い
た
め
計
画
な
し
。

教
師
及
び
生
徒
用
の
副
教
材
を
使
用
し

て
啓
発
普
及
実
施
中
。

２
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
教
材
を
他

校
理
科
教
師
に
配
布
。

タ
ン
ザ
市

11
万
51
7人
、
7.8
％

設
置
済
み
、
し
か
し
、
人
員
は
不
足
ぎ

み
。

両
方
と
も
ド
ラ
フ
ト
は
策
定
、
計
画
の

み
承
認
済
み
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
未
作
成
。
デ
ー
タ
は
送

信
。
デ
ー
タ
は
蓄
積
あ
り
。

４
か
所
で
実
施
中
。
デ
ー
タ
は
適
切
に

保
管
。
他
市
へ
も
支
援
し
て
い
る
。

モ
デ
ル
・
バ
ラ
ン
ガ
イ
に
お
け
る
分
別

収
集
は
部
分
的
に
実
施
、
コ
ン
ポ
ス
ト

づ
く
り
は
開
始
さ
れ
て
い
な
い
。
コ
ン

ポ
ス
ト
施
設
は
市
場
に
設
置
工
事
中
。

モ
デ
ル
外
は
実
績
な
し
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
済
み
。
モ
デ
ル
外
へ

の
普
及
実
績
は
な
し
。

教
師
及
び
生
徒
用
副
教
材
使
用
中
。
モ

デ
ル
校
内
で
啓
発
普
及
あ
り
。

２
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
モ
デ
ル
校

外
へ
教
材
配
布
。

人
口
、
増
加
率
（
20
00
年
）

１
．
環
境
管
理
組
織

２
．
環
境
条
例
、環
境
保
全
計
画

３
．
環
境
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

４
．
水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

５
．
廃
棄
物
管
理

６
．
産
業
排
水
処
理

７
．
環
境
教
育
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　以下では、各都市別の成果の達成状況及び関連する活動の実施状況を示す。

（1）ダスマリナス市

成果１－環境管理体制の整備

　環境管理体制はある程度確立されており、予算・人員の配置がなされている。一方で EMG

メンバーの技術・経験が自治体環境天然資源担当官（MENRO）の要件に対して若干不足して

いる。

　関連活動－同自治体環境管理のための予算・人員についてはプロジェクト実施前の 1999 年

よりなされていたが、プロジェクト開始後にはスタッフも４名に増員された。一方で、環境管

理グループのメンバーには MENRO の要件を満たす人員がまだ確保されてなく、これは環境

条例の承認をもって任命される予定。

成果２－環境条例及び環境保全計画の策定

　環境条例及び環境保全計画ともドラフト版が既に完成しており、順調の成果達成がなされ

ている。環境条例は現在議会の承認待ち（2004 年中に承認予定）であり、承認と同時にドラ

フトである環境保全計画も効力を発する予定。

　関連活動－ドラフト版の環境条例と環境保全計画は現在作成済みだが、両ドラフトの作成

については若干予定よりも遅れて完成している。環境条例の承認が近くなされる予定で、こ

の承認をもって環境保全計画も効力を発し、MENRO の任命もなされる予定。

成果３－環境情報ネットワークの構築

　現在まで当該分野の成果発現はなされていない。公開すべき情報のデータ（水質モニタリ

ング結果）については蓄積があるが、インターネットホームページは現在作成準備中であ

る。

　関連活動－コンピューター機材の設置、導入は既に終了しているもののホームページ作成

は当初計画より大幅に遅延している。これは当該自治体ではノウハウがなかったためであ

り、担当者自身の独学や今後実施団体によるフォロー活動により今後実施される予定。

成果４－水質モニタリング

　地域内の河川の５地点で水質モニタリングが実施されていて、分析技術はほぼマスターさ

れていると思われる。しかし、異常値が出ていてもそのままにしてありデータの解析力にや

や弱点が見受けられる。

　関連活動－水質モニタリングは月１回の頻度で継続的に行われている。結果はジェネラル

トリアス市に送られ他市のデータとともに集約されたのち財団法人 国際環境技術移転研究セ

ンター（ICETT）に送信されている。当初選定した３か所のサンプリング地点に加えて独自に

２地点を増やしたことは評価される。担当スタッフは途中で交替しており日本での研修を受け

ていないが、他市の指導で技術を習得した。

成果５．１－モデル・バランガイ以外における一般廃棄物管理

　当初選定した地域は住民の反対によりコンポスターの設置場所が変更になり、一般廃棄物

の分別とコンポスト化は実施に移されていない。
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　関連活動－モデル・バランガイのなかの他地域が新たにパイロット地区として選定され、

コンポスターの設置場所も住民の反対がない、近くのダンプサイト内が選ばれた。コンポ

スターの設置が完了するまで暫定的にパブリックマーケット内で稼動中のコンポスターを利

用する。住民の意向把握が不十分で計画は１年以上遅延した。

成果５．２－モデル・バランガイ以外における一般廃棄物管理

　モデル・バランガイ以外における一般廃棄物の分別とコンポスト化の普及は進んでいない。

　関連活動－モデル・バランガイにてコンポスターの設置・稼動が遅れているため、成果実

績が出ていない。そのため他のバランガイに対する普及活動も実施されなかった。

成果６．１－モデル企業における産業排水処理施設の運転管理

　2003 年の国内受入れ研修時にモデル企業（再生紙製造業）の汚染防止管理者（PCO：

Pollution Control Officer）と自治体職員らにより、排水処理施設が適切に運用され維持され

るために必要な、運転維持管理マニュアル（チェックリストを含む）が編纂された（当市の研

修参加者は２名、３週間）。

　関連活動－モデル企業が2003年10月に倒産したため、その後の活動は中断されている。現

在銀行による再建が計画されているが先行きは不透明。

成果６．２－モデル企業以外における産業排水処理施設の運転管理

　運転維持管理マニュアルはモデル企業以外で使用されていない。

　関連活動－当該PCOが現在失職中であり、普及活動は行われていない。業種が変わり排水

の質が異なり、施設の内容が変わるとマニュアルの内容変更が不可欠で、実務経験のある専

門家の指導が必要となる。

成果７．１－モデル学校における環境教育

　モデル校での環境教育のためのモジュール（指導要領に該当するもの）が 12 種作成され、

これを用いてモデル校内での普及セミナーも月２回程実施されており、順調な成果発現がみ

られている。

　関連活動－教師用に限られているものの授業補助教材も当初計画のスケジュールどおり作

成されている。モデル校における補助教材の普及活動も実施され、モデル校では全学年で環

境教育が実施されている状況。

成果７．２－モデル学校以外における環境教育

　モデル校以外への環境教育の普及については２回のセミナーが実施され、同自治体内の同

地区 15 校（自治体内に２つの教育区がある）へ全教師を対象としたセミナーがなされ、もう

一方の地区へは校長のみを対象にセミナーが開催されたが、モデル学校以外での環境教育の

実施状況については明確ではない。

　関連活動－予定されたモデル校以外への環境教育補助教材の普及は、セミナーについては

計画時期どおり実施された。その後の他校での普及状況については不明。
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（2）ジェネラルトリアス市

成果１－環境管理体制の整備

　環境管理体制は本プロジェクト実施前から既に確立されており、予算・人員の配置もなされ

ていたが、プロジェクト実施後約半年を経て実際上機能することとなった。一方でMENRO

は既に任命され EMGメンバーを統括している。

　関連活動－MENRO が既に 2001 年８月から任命されていたが、EMG についてはプロジェ

クト実施後に機能を果たすようになった。環境管理に関する行政からの予算については当初

より確保されており、現在は増加傾向となっている。

成果２－環境条例及び環境保全計画の策定

　環境条例、環境保全計画ともに策定され、このうち環境保全計画については既に議会で承

認されている。環境条例についてはやや策定が遅れ、ドラフトの完成がなされたばかりであ

る。環境条例は承認まで２～３か月を要する模様。

　関連活動－環境条例の策定を除いては、ほぼ順調な活動進捗がなされた。環境保全計画は

既に承認されているが、環境条例については策定開始時期が予定より１年ほど遅れたため

ドラフト版の完成も大幅に遅れてしまっている。

成果３－環境情報ネットワークの構築

　コンピューターの設置を除き、成果がいまだ発現していない状況。インターネットのホー

ムページの作成は予算的、技術的制約から困難な状況にある。公開すべきデータの内容に

ついては蓄積あり。

　関連活動－コンピューター機材の設置、導入は既に終了しているが、ホームページ作成

には未着手である。当該自治体では今後予算確保のための努力をする一方、技術的なサ

ポートを要望している。

成果４－水質モニタリング

　独自に増やしたサンプリングポイント３か所を含めて６か所の定期的な水質モニタリング

を精力的に実施している。分析技術の習得状況も十分で、他自治体の指導にもあたってい

る。自治体が河川の水質モニタリングを実施していることを近隣の企業・住民は気づいてお

り、排水の管理やゴミの投棄抑制によい効果が現れている。

　関連活動－ MENRO のオフィスに隣接して簡単な実験用の部屋が確保してあり、分析操作

はそこで実施されている。また、担当官は本事業の主旨の理解度が高く活動も積極的で、自

主的に他の自治体のモニタリングデータを集約して ICETT に送信する役割も担っている。

成果５．１－モデル・バランガイにおける一般廃棄物管理

　分別とコンポスト化の活動に先立ちバランガイ条例が制定された。実際の活動は前市長の

支援もあり、コンポスターの設置場所が整備されて一旦開始された。しかし、バランガイへ

の電力供給容量の不足からトラブルが発生し、活動は現在中断中である。

　関連活動－電力供給容量の改善は自治体計画開発調整官（MPDC：Municipal Planning and

Development Officer）が中心となり変圧器の変更など電力会社と折衝中である。予算措置
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（７万ペソ）も現市長と議会に相談している。設備の設置にあたり、電力容量の未確認が阻

害要因であり反省点でもある。

成果５．２－モデル・バランガイ以外における一般廃棄物管理

　モデル・バランガイ以外における一般廃棄物の分別とコンポスト化の普及は進んでいない。

　関連活動－モデル・バランガイにおける一般廃棄物管理が電力不足の問題が原因で進展して

いないため、モデル・バランガイ以外への普及活動の計画は準備されていない。

成果６．１－モデル企業における産業排水処理施設の運転管理

　2003 年の国内受入れ研修時にモデル企業（衛生陶器製造業）の PCO と自治体職員らによ

り、排水処理施設が適切に運用され維持されるために必要な運転維持管理マニュアル

（チェックリストを含む）が編纂された（当市の研修参加者は２名、３週間）。しかし処理設備

の新設計画があり、マニュアルは有効に使われずにいた。

　関連活動－産業排水処理の専門家によるフォローアップ活動（2004 年２月）の際、資金の

都合で排水施設新設が遅れていることが判明したため、現有設備の簡単で低コストな改良

を提案し、2004 年６月の改良後には放流水の水質の大幅な改善が達成された。また、処理水

の一部は洗浄水としてリサイクル利用されている。PCOの手で簡単な運転操作マニュアルが

作成されている。途上国では簡単な指導で水質が改善される例は多くみられる。

成果６．２－モデル企業以外における産業排水処理施設の運転管理

　運転維持管理マニュアルはモデル企業以外で使用されていない。

　関連活動－モデル企業のPCOにより排水設備の簡単な運転操作マニュアルは作成されてい

るが、設備の維持管理マニュアルはできていない。また他企業への普及活動は行われていな

い。業種が変わって排水の質が異なり、設備が変わるとマニュアルの変更が不可欠で、実務

経験のある専門家の指導が必要となる。

成果７．１－モデル学校における環境教育

　教師用に作成されたモジュールが計４種類作成され、モデル学校内の同僚教師に対しても

月２回程普及セミナーを実施している。その結果モデル校においては全学年にて環境教育が実

施されるに至っている。

　関連活動－教師用限定ではあるが、環境教育の補助教材はほぼ計画どおりの時期に策定さ

れている。モデル校での環境教育も日本での研修後から活発に実施され、全学年にて行われ

ている。

成果７．２－モデル学校以外における環境教育

　モデル校以外への環境教育の普及については計４回普及セミナーが実施され、カビテ州内

29地区の理科教師代表及び校長を１名ずつ招聘してのセミナーも行われた。ただし他校におけ

る環境教育教材の普及状況、授業の実施状況については明確ではない。

　関連活動－モデル校以外への環境教育補助教材の普及は、ほぼ計画時期どおりセミナーが

実施された。モデル校以外での環境教育の実施、教材普及の状況は不明。
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（3）カウィット市

成果１－環境管理体制の整備

　環境管理に関する予算の確保はプロジェクト実施前からなされており、人員の配置と環境

管理グループの設置はほぼ当初計画どおりになされた。環境管理グループにはMENROの代行

者（acting MENRO）が任命されている。

　関連活動－環境行政に係る人員配置はプロジェクト開始後すぐになされ、EMG についても

当初計画から半年ほどで設立され、順調に進捗している。予算については既にプロジェクト

実施前から確保され、増加傾向となっている。

成果２－環境条例及び環境保全計画の策定

　環境条例、環境保全計画ともに策定され、既に議会の承認を得て発効している。どちらも

ドラフト版はプロジェクト計画から遅れることなく策定された。

　関連活動－環境保全計画は 2002 年８月、環境条例は 2002 年７月にそれぞれドラフトが完

成し、ともに 2003 年 10 月には議会の承認がなされている。

成果３－環境情報ネットワークの構築

　現在まで当該分野の成果は出ていない。水質モニタリングデータの蓄積はあるが、イン

ターネットホームページは現在作成準備中である。

　関連活動－コンピューター機材の設置、導入は行われたが、ホームページ作成は準備中。

今後外部のリソースによって立ち上げる予定もあり。実施予算は確保されている模様。

成果４－水質モニタリング

　水質モニタリングは２か所のサンプリングポイントで月１回定期的に実施されていて、結

果はジェネラルトリアスを通して ICETT に送付されている。

　関連活動－モニタリング担当者は当初より変更になっているが技術の伝承はうまく行われ

ているようである。また、機器の管理も十分に実施されている。

成果５．１－モデル・バランガイにおける一般廃棄物管理

　当初のコンポスター設置予定地に隣接して、バスケットコートが造られたため住民の反対

があり、急遽モデル・バランガイを変更した。そのため一般廃棄物の分別とコンポスト化の

計画は大幅に遅延し実施に移されていない。

　関連活動－新たに選定されたバランガイ内の地区ごとに、分別の普及活動が計画されてい

る。コンポスターの設置は、バランガイ内の副市長が所有している土地を無償で借用するこ

とになり、整地作業が開始された。

成果５．２－モデル・バランガイ以外における一般廃棄物管理

　モデル・バランガイ以外における一般廃棄物の分別とコンポスト化の普及活動は進んでい

ない。

　関連活動－モデル・バランガイにおける一般廃棄物管理が計画変更で進展していないの

で、モデル・バランガイ以外への普及活動は行われてない。
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成果６－当該自治体にはモデル企業がなく当該成果のための活動は実施していない。

成果７．１－モデル学校における環境教育

　教師用補助教材モジュールが５つ策定され、モデル学校教師により利用されている。また

生徒が授業で使用する活動シートも 40 種策定され、モデル校教師へ普及している。

　関連活動－環境教育の補助教材は生徒用、教師用ともに計画どおりの時期に策定されてい

る。モデル校での環境教育も日本での研修後から活発に実施され、全学年にて行われてい

る。

成果７．２－モデル学校以外における環境教育

　モデル校と同地区内の学校への普及セミナーが実施され、230名あまりに対して補助教材の

普及がなされた。他校での教材の使用状況、環境教育の実施状況は不明。

　関連活動－ほぼ計画時期どおりセミナーが実施され、2003年９月と 2004年５月に主に他校

の理科教師に対して行われた。

（4）タンザ市

成果１－環境管理体制の整備

　環境管理に関する予算の確保、人員の配置と環境管理グループの設置はほぼ当初計画どお

りになされた。環境管理グループは現在４名在籍しているが業務量からすると不足感があ

る。

　関連活動－環境行政に係る人員配置は計画から３か月後になされた。EMGについても当初計

画から半年ほどで設立されている。予算の配分についてもプロジェクト計画どおり実施され

た。

成果２－環境条例及び環境保全計画の策定

　環境条例、環境保全計画ともに策定されたが、環境保全計画のみ議会の承認を得て発効し

ている。

　関連活動－環境条例のドラフトは 2004 年の５月に完成し、予定より大幅に遅延した。これ

は他の条例、政令などとの整合性を確認するために時間を要したため。環境保全計画につい

てはほぼ予定どおりの時期に策定された。

成果３－環境情報ネットワークの構築

　ホームページの作成がなされていないため、公表するデータは既に蓄積されているものの

成果としては発現していない状況である。

　関連活動－コンピューター機材の設置、導入以外の活動については未着手。ホームページ

作成については技術ノウハウが不足している。

成果４－水質モニタリング

　水質モニタリングは少ない担当スタッフにもかかわらず、独自に選んだ１か所を加えて

４か所のサンプリングポイントで月１回定期的に実施されている。結果はジェネラルトリア
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スを通して ICETT に送付されている。

　関連活動－モニタリング担当者の技術レベルは高く他の自治体の指導にもあたっている。

測定データを月ごとに図式化してファイルするなど見やすく整理をしている（ジェネラルトリ

アスも実施している）。また、機器の管理も十分に実施されている。

成果５．１－モデル・バランガイにおける一般廃棄物管理

　分別はモデル・バランガイ内のパイロット地区で部分的に実施している。生ゴミは自分の

敷地に埋めて処分している（農家が多い）。生ゴミ以外はジャンクショップに売却している。

　関連活動－コンポスターはモデル・バランガイでの生ゴミ発生量が少ないのでパブリック

マーケットに設置することに変更した。現在設置工事中で、電力配線工事が残されている。

運転が開始されればモデル・バランガイの生ゴミも処理可能である。

成果５．２－モデル・バランガイ以外における一般廃棄物管理

　モデル・バランガイ以外における一般廃棄物の分別とコンポスト化の普及は進んでいない。

　関連活動－コンポスターの稼動が遅れているので、モデル・バランガイ以外への普及活動

の計画は実施されていない。

成果６．１－モデル企業における産業排水処理施設の運転管理

　2003 年の国内受入れ研修時にモデル企業（再生紙製造業）の PCOと自治体職員らにより、

排水処理施設が適切に運用され維持されるために必要な運転維持管理マニュアル（チェック

リストを含む）が編纂された（当市の研修参加者は２名、３週間）。マニュアルは自前の排水

分析機器がないので部分的に活用されているが、全面的な使用にまで至っていない。

　関連活動－マニュアルの普及活動は進んでいない。企業は処理設備の新設工事実施中で

あったが、資金難で工事が中断されているとのことであった。

成果６．２－モデル企業以外における産業排水処理施設の運転管理

　運転維持管理マニュアルはモデル企業以外で使用されていない。

　関連活動－業種が変わって排水の水質が異なり、設備が変わるとマニュアルの変更が不可

欠で、現在のPCO（品質管理業務が主務）や自治体の担当者の実力レベルでは不可能に近い。

実務経験のある専門家の指導が必要となる。

成果７．１－モデル学校における環境教育

　教師用補助モジュールが４種類作成され、モデル学校においては普及活動がなされ全学年

にて環境教育が実施されている。

　関連活動－環境教育の補助教材は生徒用、教師用ともに計画どおりの時期に策定されてい

る。

　生徒用教材は約50種作成された。モデル校教師への教材普及セミナーは２回程実施された。

成果７．２－モデル学校以外における環境教育

　他校への普及セミナーが実施され、同地区 14 の小学校の約 300 名あまりに対して補助教材
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の普及がなされた。他校でも補助教材を利用しての環境教育が実施されている模様。

　関連活動－ほぼ計画時期どおり 2003 年８月と 2004 年５月に普及セミナーが実施され、モ

ジュールのコピーが配付された。

３－３　プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標

「対象自治体の環境行政担当官の環境対処能力が向上する」

指標１．すべての対象自治体（４都市）で環境条例と環境保全計画が策定される。

指標２．すべての対象自治体（４都市）で河川の水質モニタリングが定期的に行われる。

指標３．すべての対象自治体（４都市）でバランガイにおける一般廃棄物のリサイクル・コ

ンポスト率が上昇する。

指標４．すべての対象自治体（４都市）で企業において産業排水処理施設の運転・維持管

理マニュアルが作成、使用される。

指標５．すべての対象自治体（４都市）で学校において環境副読本が作成、使用される。

　プロジェクト目標の指標は、上記の枠内に示されているとおり、５項目からなるが、全体の

状況としては、指標の１、２、５で達成度が高く、指標の３と４の達成度が低い。もっとも指標

の３、４、５に関しては、本事業の予算や人員・体制からみて、モデルサイト以外も含めたもと

もとの目標設定が意欲的過ぎた面もある。

　なお、３－２でみたように指標の達成傾向は各都市共通しており、都市間で成果の達成度に

めだった差はなかった。以下に各指標の達成状況をまとめた。

指標１：環境条例と環境保全計画の策定

　以下の表に示されたようにすべての対象自治体（４都市）で既に環境条例案と環境保全計画

案の策定が終わっており、うちカウィットでは既に条例・計画ともに議会（市・県）で承認され

施行されている。他の都市でも条例は近々に議会で承認される見込みであり、全体的に目標の

達成度は高い。内容的には、特にジェネラルトリアス市の環境条例は、企業にとっての排水基

準・基準の遵守義務及び排水状況に関する報告義務・義務に違反した場合の罰則規定が具体的

に明示されており実効性が高いものと思われる。

自治体

環境条例

環境保全

計画

ダスマリナス

案は策定済み

案は策定済み

タンザ

案は策定済み（2004年

10月に承認の見込み）

議会で承認され施行

（2003年 10月）

カウィット

議会で承認され施行

（2003年 10月）

議会で承認され施行

（2003年 10月）

ジェネラルトリアス

案は策定済み（2004年

11月に承認の見込み）

議会で承認され施行

（2003年 10月）
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上位目標

「対象自治体における環境状況が改善される」

指標１．対象自治体において河川の水質が改善される。

指標２．環境への対象自治体の満足度が上昇する。

指標２：河川の水質モニタリング

　河川の水質モニタリングは、４都市すべてで実施されており、実施地点は当初予定したスポッ

トに測定地を追加しているケースもある。モニタリングの精度もほぼ妥当であり、実施の頻度

も当初予定された月１回の頻度であり、全体的に目標の達成度は高い。

指標３：バランガイにおける一般廃棄物のリサイクル・コンポスト率の上昇

　いずれの都市でもモデル・バランガイにおいてはコンポスト施設の建設が当初予定より大幅に

遅れたためにゴミの分別収集はまだ実施されておらず、リサイクル率も低い。コンポスト施設

の建設遅延の背景には、適当な候補地がなかったこと、悪臭に対する憂慮に基づく住民の施設

建設に対する反対があったこと４、電力供給の面でインフラが未整備であったことなど複数の理

由がある。なお、現時点では、各自治体とも施設建設には目途が立っているとしている。

　モデル・バランガイにおいてこのような状況であるため、当初予定されていたモデル・バラ

ンガイ以外へのゴミの分別収集などの普及活動にはほとんど着手されていない。

指標４：企業における産業排水処理施設の運転・維持管理マニュアルの作成・使用

　本指標は、市内に工場排水を出す企業のないカウィット以外の３都市が対象となる。これら

３都市のうちダスマリナスでは、モデル企業の技術者に対し本邦での研修が実施されたものの、

経営不振により工場自体が操業を停止したため活動は停止している。タンザ、ジェネラルトリ

アスの２都市では、モデル企業においてマニュアルは作成されたものの、使用状況は十分ではな

く、特にジェネラルトリアスでの使用状況に改善の余地が大きい。

　なお、モデル企業以外の企業では、運転・維持管理マニュアルの作成・使用にはほとんど着手

されていない。

指標５：小学校における環境副読本の作成・使用

　モデル学校においては、環境教育の導入は非常に活発である。教員用の指導要領や生徒用の

補助教材などが整備されている。またすべてのモデル学校で既に全学年で環境教育が実践されて

いる。その他の学校においては、状況の詳細は明らかではないものの、教員向けに本邦研修に

参加した教員などによる普及のためのセミナーが実施されている。全体的に本目標指標の達成度

は高い。

３－４　上位目標の達成見込み

注４　実際にはモデルとなるイムス市のコンポスト施設から発生する臭いは十分許容範囲であるといわれており、住民への説明方

法に工夫の余地はあったとみられる。
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　プロジェクト終了前の現時点ではインパクトの発現を期待するのは時期尚早であるため、

上位目標に関しては、あくまでも達成の見込みについて考察する（ちなみに各都市で行われて

いるこれまでの水質モニタリングの結果をみると水質の悪化傾向はないが明確な改善傾向もまだ

示されていはいない）。明確な指標が設定されていないため現時点での「達成見込みの推定」も

容易ではないが、各自治体とも目標達成に向けての自信をもっている。その主な論拠は、既

に水質モニタリングが軌道に乗ってきており、これに加え実効性のある環境条例の施行により、

水質環境の改善が期待できるということである。以下にジェネラルトリアス市の具体例をあげ

る。

　同市の環境条例は既に案が策定されており、本年 11 月にも予定されている公聴会を経て市・

県の議会で承認される予定である。同条例では、「Section 13．2　排水基準」で企業の排水基準

が明記されている。また、「Section 13．3　水源及び排水処理に関する禁止条項」のなかで「（上

記の）排水基準を超える排水の禁止（項目１．）」と「定期的な排水に関する報告の漏れ（項目o．）」

が規定されている。さらにこの禁止条項に違反した場合の罰則規定が第６章の「Section 23｣以降

に定めてある。すなわち、企業は排水に関する報告を義務づけられており、更に排水の内容

が基準を満たさなければ罰則を科されることになる５。

　実際に水質モニタリングの実施により既に地域住民の行動に変化が現れつつあるとの声もある

（タンザ市では、モニタリングの励行により住民による河川への廃棄物の投棄が減っているよう

に思われるとのコメントが市職員によってなされた。カビテ州政府の知事室でも同様な話が聞か

れた）。

　したがって、上記のようなインパクト発現の見通しには合理性があり水質環境の改善はある

程度見込めると思われるが、一般廃棄物に関しては、現在ようやく着手されつつあるコンポ

スト施設の運営管理や住民への啓発活動の今後の成否が実態の改善に向けての大きな鍵を握って

おり予断を許さないところである。

　なお住民の環境への満足度については、今後ICETTの活動にて調査が実施される予定である。

注５　フィリピンでは、既に国レベルで企業の排水基準やそれが守られない場合の罰則規定が定められている（DENR

Administrative Order No.35）。しかしながら、管轄機関であるDENRの予算・人員上の制約のため各地域でのモニタリングは実際

には十分に行われていないのが現状である。
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第４章　評価結果

４－１　評価結果の総括

　プロジェクトの活動計画の実施状況は総じて良好である。プロジェクト目標は達成されている

分野と十分とはいえない分野があるが、投入の規模が一般の技術協力プロジェクト（旧「プロ

ジェクト方式技術協力」）に比して小規模なことを考慮すれば、全体として成果は良好といえ

る。コンポストの普及（ゴミの減量化）など一部協力期間内に達成が難しい成果も出てくる可

能性はあるが、市長やカウンターパート（C／ P）及び地域住民らの環境問題に対する意識は高

く、環境行政の強化に向けた取り組み意欲も十分みられ、将来において、より充実した環境管

理を展開するための基礎固めはできたもの判断される。したがって、本プロジェクトは予定

どおり３年間の協力期間をもって終了することが妥当である。ただし、対象自治体の自助努力

による環境保全重点施策の面的質的広がりや、他自治体における関心の高まり具合など、本

プロジェクトの波及効果について、協力終了後においても適宜注視していくことが望まれる。

　以下今次調査を通じて気づいた点をあげておく（団長所感）。

（1）カラバルソン地域（カビテ州、ラグナ州、バタンガス州、リサール州、ケソン州）は道路、

港湾などの利便性のよさから工業団地や住宅の開発が進み、経済活動も活発で人口が増加し

ている。これに伴い環境負荷が増大しており、ラグナ湖の富栄養化、廃棄物処理など環境問

題が顕在化している。水質汚濁対策は国、一般廃棄物の処理は地方自治体が所管している。

廃棄物処理に関して地方自治体に対する国の補助金はない。本プロジェクトの４自治体は共通

して一般廃棄物処理が環境問題のトップアジェンダとしていた。どこの自治体も廃棄物管理の

人員、機材、予算は不十分で戸別収集は行われておらず、主要道路上で収集している。廃棄

物は焼却せず、処分用地（ダンピングサイト）に投棄しており、衛生管理埋め立てはなされ

ていない。浸出水処理やガス抜きはなされておらず、せいぜい重機で均したり、土を被せた

りする程度で国際的な環境基準を満足していない。工業団地などの産業廃棄物は民間業者が有

償で引き取り民間処分用地に投棄されている。しかし、民間処分用地も余地が少なくなって

きており、時に不法投棄も起きている。このように、廃棄物管理が不十分なため、至るとこ

ろでゴミの山をみることができる。特に海岸に近い河川では上流から流れてきたゴミの溜まり

が目につく。州ではこの問題に対処するため、自治体共通の最終処分場の建設を検討してい

る。

　　このような状況のなかで本プロジェクトを実施したことは、タイミングとしてまことに適

切であった。しかも、複数の自治体を対象にしたことにより、ある程度面的な広がりをもた

せることができ、それまでまったくなかった自治体間の環境連携を生むことができた。本プ

ロジェクトに対する国や州の関心の強さ（環境省州事務所では４市における水質モニタリン

グデータに関心があり、州政府では州レベルでの環境条例の制定や廃棄物の管理処分場の建

設を検討している）からもうかがえるように、本プロジェクトは地域の環境問題に地域が自

ら対処することの重要性を地方自治体に強く認識させる契機になり得たのではないかと思わ

れる。自治体関係者の発言からは環境行政の重要性の認識と実施の意欲がうかがえた。今後
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は彼らが具体的な実践活動を通じて技術を維持・向上しノウハウを蓄積していけるよう、現

在実施が遅れている活動を協力期間中に遂行し、協力終了後も継続していける環境の確立に

ついて、日本側から適切な支援することが望まれる〔財団法人 国際環境技術移転研究セン

ター（ICETT）ではホームページ立ち上げ支援のため現地リソースによるセミナーの開催を計

画している。また、11月には最終報告会とプロジェクト合同調整会議（JCC）を開催する予定

で、この時に併せて分別収集・コンポスト化をフォローする予定。環境条例も 11 月までの承

認・施行を依頼した〕。

　　他方、自治体が水質を定期的にモニタリングしている結果、付近の住民が川にゴミを捨て

なくなり河川の水質に注意を払うようになった、あるいは、学校における環境教育を通じ

て、子供たちが家庭で分別収集のことを言うことが増えてきている、また、教師が中心に

なって学校内にエコクラブの活動が起きているなど、の話が聞かれた。これらのことから

は、本件プロジェクトを通じて自治体の環境問題への取り組みが進むにつれ、住民の環境に

対する意識のうえで正の変化が生じていることがうかがえる。地域住民が環境問題を認識し、

行動を起こしていることは本プロジェクトの目に見えない成果といえるであろう。

（2）本プロジェクトは予定どおり 2005 年２月をもって３年間の協力を終了するが、協力終了後

も先方の自助努力をモニターして、必要に応じ別の日本側からの支援を検討することが望ま

しい。例えば以下のような支援が考えられる。

①　バランガイにおける分別収集・コンポストづくりや学校での環境教育の支援のための協力

隊派遣

②　一般廃棄物の収集、運搬のための機材（手押し車、トラックなど）について草の根無償の

活用〔自治体若しくは非政府組織（NGO）への支援〕

③　環境天然資源省（DENR）の州出先機関と地方自治体の連携強化による環境モニタリン

グ、発生源対策の強化のための個別専門家あるいは技術協力プロジェクトによる DENR

サイドに対する指導

④　カラバルソン地域あるいはカビテ州の地域開発がもたらす環境負荷の軽減に関する重点

施策（廃棄物管理、水質汚濁対策、地下水涵養など）のマスタープラン策定及びパイロット

プロジェクト実施の開発調査（地方分権に伴い州の開発計画は州政府が中心になって取り

まとめるようになっている。ハイウェイ、工業団地などの開発の一方で高まる環境負荷を

軽減する方策を州や自治体が策定し、実施するのを支援する）。

４－２　評価 5項目による分析

（1）妥当性

　　全般的に妥当性は高い。首都郊外の開発の進展による人口増加６に伴う環境負荷の増大に

対象自治体の環境行政は追いついていない状況であり、一般廃棄物問題、生活・産業排水の

注６　道路、工業団地・経済特区（主に電子などの外資系企業が進出、日系企業も多く進出）及び住宅の開発（政府によるマニラ

のパシグ川岸辺の不法居住民3,000世帯の移転や民間住宅開発など）により、首都など外部からカビテ州への人口流入が続いてい

る。州人口は1995年の161万324人から2004年の255万1,053人（推定値）へと10年間に100万人近く増加している（出所：カ

ビテ州政府）。
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未処理による河川水質汚濁等の環境問題が顕在化している。現地調査の結果によれば、ゴミ

処理場が不足しつつあり、また今回モニタリングの対象となった河川は、日本の平均的な河

川よりも汚染された状態にある７。

　　プロジェクトは、こうしたフィリピンの地方自治体・地域住民のニーズを反映したもので

あり、実際に実施機関となった複数の自治体で長期的な開発計画でも環境問題への取り組み

の必要性が謳われている。また、中央政府は、本年 Clean Water Act ８を導入し、水質管理の

強化を打ち出しているほか、最近政府より出された 10 項目の重点課題（10 point agenda）の

ひとつに全国のバランガイへの安全な水の供給を掲げている。さらに、日本の対フィリピン

の援助政策・国別事業実施計画において環境問題は「環境保全と防災」という援助の重点分野

のひとつであり、本プロジェクトの目標と日本の援助政策との整合性も高い。また、日本は

環境分野では技術的な先進国であり、実施機関である ICETT は、既にイムス市においての類

似の業務実績を有している。

　　モデルサイト（バランガイ、学校、工場）における成果を C ／ P の自助努力によりモデル

以外にも波及させていく計画であったが、現状ではモデルサイト以外では活動や成果は発現

していない。投入が小規模（３年間の合計で 9,000 万円程度）であったことから、モデルサイ

ト以外への波及には及ばなかったものと思われる。この点では計画が野心的すぎたように思わ

れる。

（2）有効性

　　プロジェクトの有効性は、プロジェクト目標を構成している諸課題の間でその達成度に差

がある。上述のとおり、主要な成果品である各都市での環境条例や環境保全計画は、案とし

て策定されるか既に議会で承認され実効性をもっている状況である。また、水質モニタリン

グも定期的にある程度の精度をもって実施されている。環境教育も広範に実施されており、

これらの課題の目標達成度は高い。

　　しかしながら、企業における排水施設の運営管理状況には改善の余地があり、さらにモデ

ル・バランガイなどにおける一般廃棄物の分別・コンポスト化もまだ実施度合は低い。企業

における排水施設の運営管理状況に関しては、環境条例の制定以前は各都市の企業への指導

権限がなく各企業のプロジェクトへの参加度が低かったことと設備改善のために資金を要す

ることが阻害要因となっている。一般廃棄物の処理については、コンポスト施設の設置に住

民から反対が出ていることが活動の遅れの主要な要因となった９。また、モデルサイト以外

にも活動を展開していくには C ／ P の人員・予算などが不足していた。

注７　2002年２月の全サンプリングポイントでの測定結果によると、Mn法によるCODの測定値は７～15ppmである。ちなみに我

が国では例えば三重県内の代表的な河川の測定値は、３～８ppmである。

注８　2004年３月22日に大統領の署名により制定されたフィリピンの全国的な水質の管理・保全に関する包括的な法体系である。

同法の導入の大きな背景としては、全体的な状況としてのフィリピンの水質の悪化という問題がある。従来フィリピンでは、水

質の管理・モニタリングがいろいろな機関によってばらばらに行われていたが、この状況を整理してモニタリングを強化するこ

とにより、適切な水質を保つとともに環境を損なわずに水資源を有効利用することが主な狙いとされている。

注９　住民の反対する最も大きな理由は、悪臭への憂慮であるが、実際にはモデルとなるイムス市のコンポスト施設から発生する

臭いは十分許容範囲であるといわれており、住民への説明方法に工夫の余地はあるとみられる。
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（3）効率性

　　効率性を投入のタイミング・質・量の適正さという観点からみると、全体的に問題は少な

く、特にフィリピン側実施機関の日本側の投入（専門家指導や日本での研修）に対する満足度

は高い。

　　費用対効果の視点からみると、多くの課題では効率性は高いと思われるものの、やはり企

業における排水施設の運営管理・一般廃棄物の分別・コンポスト化という、成果の十分に発

現していない２課題に関しては、効率性は低い。ただ通常の技術協力プロジェクトに比べて

少ない本プロジェクト全体の投入規模を考慮した場合、４都市で７つの課題に対する取り組

みがかなりの成果をもたらしており、総合的な効率性は高いと判断される。

　　本事業のなかで特に大きな投入項目は C ／ P の研修であり、自治体の環境行政担当者、学

校教師、バランガイ代表、工場の排水処理技師など合計 41 名が、ICETT や三重県、四日市

市などで座学、現場視察などを行った。こうした研修の結果、環境管理に役立つ技術移転が

行われたほか、帰国後研修員同窓会が結成され、自治体同士で水質測定技術の指導、モニタ

リングデータの交換、環境問題討議など自治体の環境ネットワークが形成されている。この

ように日本での州内自治体の環境関係者のグループ研修は C ／ P の環境意識と仕事のモチ

ベーションを高めることに役立っている。また、水質モニタリングは本来、環境省の所管で

あるが実態としてモニタリングが不十分なため、ICETT の指導した簡易な装置・技術によ

り、各自治体が河川水を定期的にサンプリングし UV 値を測定し、そこから COD（化学的酸

素要求量）を推定できるようになった。消耗品を必要としない測定方法を選択したことが事業

の運営コストを下げ、持続性も高めている。

（4）インパクト

　　「３－４　上位目標の達成見込み」でみたように、既に水質モニタリングが軌道に乗ってき

ており、これに加え実効性のある環境条例の施行により、水質環境の改善がある程度は期待

できる。ただ一般廃棄物に関しては、現在ようやく着手されつつあるコンポスト施設の運営

管理や住民への啓発活動の今後の成否が実態の改善に向けての大きな鍵を握っており、効果

の発現に向けた活動の強化が望まれる。

　　なお、フィリピン側関係者への聞き取り結果を総合すると、当初予定されていない大きな

インパクトは正・負いずれの面でも特に発現していないようである10。

（5）自立発展性

　　いずれの自治体も成果やプロジェクト目標の維持発展に通じる本事業の自立発展性には自

信をもっている。個々の自治体（担当部局）の組織の安定性・財務的な裏づけ・技術の蓄積動

向等をみると自立発展性は比較的高いといえる。組織・財務・技術の面から各都市の状況をま

とめると次のとおりである。

注10　細かなインパクトとしては、４都市以外の都市へプロジェクトのC／Pから環境条例作成へのアドバイスがなされるという

面的な効果の広がりが発現しつつある。
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組　織

財　務

技　術

環境管理に関連する組織は、Office of the Municipal Administrator の下に置かれて

いるMunicipal Planning & Dev’t Coordinatorと Environmental Officer（及びその部

下）から構成されている。ただし、同Officerは、資格・経験の不足などにより正

式に自治体環境天然資源担当官（MENRO：Municipal Environmental and Natural

Resources Officer）＊と認定されるには至っていない。市長によれば、環境管理組

織の人員・予算は最低でも現状維持しできれば増強したいとのことであった。

環境に関する予算（開発資金）は、2001年の450万ペソから2004年の700万ペソ

まで一貫して増加傾向にある。

水質モニタリングの技術レベルは一定水準に達しているが改善課題もある。組織

内での２次的な技術移転はあまり行われていない。ただし、本邦研修を受けた職

員は組織内にとどまっている。機材も有効活用され、また維持管理の予算も確保

される見通しである。
＊MENRO（Municipal Environmental and Natural Resources Officer）：1991年に制定された、地方自治体の権限強化をめざす

Philippine Local Government Code （中央政府の法律）の第 484 項に規定された制度である。一定の基準を満たす職員が

MENROとして認定され、環境保全を目的とする戦略や計画の立案、環境保全に関連した技術指導などを行う。MENROは、

市長に指名され、市議会によって承認される。MENROの存在が、当該自治体の環境行政の充実度合いを示すひとつのメル

クマールとなっている。なお、MENROは、Municipal Environmental and Natural Resources Officeの意味で用いられること

もある。

【ダスマリナス】

【ジェネラルトリアス】

組　織

財　務

技　術

環境管理に関連する組織は、Office of the Municipal Administrator の下に置かれて

いるOffice on Environment & Natural Resources である。この部署は2001年８月

に設立されており、MENROも既に任命されている。ただし、現在オフィサーの

１人が欠員となっており、早急に確保する必要がある。

環境関連の支出項目（Environment and Sanitary Services）は 2003 年の実績で約

760万ペソであり、2004年は同額程度になるかあるいは増加する見通しである。

なお、市長によれば、現在、市は財政難に直面しているが、環境関連には特別に

配慮したいとのことであった。

水質モニタリングの技術は十分なレベルにある。本邦研修を受けた職員は組織

内にとどまっている。職員が本邦研修で学んだことは、マニュアルや資料として

組織的に管理されている。組織内での技術移転もOJTで行われている。他の自

治体にプレゼンテーションを行ったこともある。機材も有効活用されており、ス

ペアパーツを購入する予算もある。
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組　織

財　務

技　術

環境管理に関連する組織は、Office of the M.P.D.C.（Mun. Planning & Dev’t

Coordinator）の下に環境管理グループ（EMG）として置かれている。ただ、同組

織は正式にMENROと認定されるには至っていない。市長によれば、特に組織変

更の予定はない。

環境関連の予算（Environmental ProtectionあるいはEnvironment/Sanitary Services）

は、2002年から2004年まで、100万ペソ、80万ペソ、190万ペソと推移してい

る。市長によれば、同予算は今後も増やしていきたいとのことである。

水質モニタリングの技術は十分なレベルにある。本邦研修を受けた職員は組織内

にとどまっている。職員が本邦研修で学んだことは、マニュアルや資料として組

織的に管理されており、誰でもアクセスできる。組織内での技術移転もある程

度行われている。機材も有効活用されているが、維持管理の予算は確保されて

いない。

【カウィット】

【タンザ】

組　織

財　務

技　術

環境管理に関連する組織は、Municipal Administrator 傘下の Planning & Devt.

Office の下にEMGとして置かれている。ただ、担当職員は正式にMENROと認

定されるには至っていない。グループの職員数は４人であり、業務量からする

と不十分である。市長によれば、近い将来に人員を増やしたいとのことである。

市長によれば、一般廃棄物処理・ゴミ収集車・ゴミ処理場（a controlled dumpsite）

建設のための予算は確保されている（数字上の確認はとれず）。

水質モニタリングの技術は十分なレベルにある。本邦研修を受けた職員は組織内

にとどまっている。職員が本邦研修で学んだことは、マニュアルや資料として組

織的に管理されている。組織内での技術移転もOJTで行われている。機材も有効

活用されているが、維持管理の予算は確保されていない。

　　なお、市職員以外の市民が主たる活動の担い手となっている一般廃棄物処理・企業の排水

処理・環境教育の３分野においては、４都市の活動の自立発展性に大差はない。一般廃棄物処

理の分野では、まずモデル・バランガイでの分別収集・コンポスト化促進に向けた市民への啓

発・技術普及活動自体を軌道に乗せる必要がある。企業の排水処理に関してもそもそもモデル

企業内で抜本的な改善はみられていない。ただ、環境教育に関しては、モデル学校では広く

深く環境教育が日常のカリキュラムに浸透しており、今後も活動が継続される見込みが高

い。

　　こうした状況下で、モデル・バランガイ、モデル企業、モデル学校の枠を超えた更なる活

動・成果の広がりは現在の人材規模・体制では即座には期待できない。各都市において組

織・人員・予算の大規模な拡充が望めない現状では、モデルサイトでの実績を固めたうえで段

階的に活動を広げていくのが妥当と思われる。実際にモデル地区を絞りこんだり補助金支給に

より選抜的段階的に徐々に事業を広げようと考えている自治体もある。
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４－３　本邦NGOと JICA の連携の評価

（1）JICA にとっての連携の評価

【連携の利点】

　JICA は本事業を ICETT との連携事業として実施することにより、ICETT のもつ経験・知

識・ネットワークをフルに活用することができた。具体的には、既にフィリピンのカビテ

州・イムス市でプロジェクト実績のある ICETT を日本側実施機関とすることにより、ICETT

が同国同地域で有する知見・成功体験を十分に活用できた。河川の水質モニタリングにおい

て活用された簡易な機材・手法（日本側が導入・指導したもの）や本邦研修により環境条例

や環境保全計画を作成するという手法がその具体例である。また、ネットワークという意味

では、ICETT が現地で築いた人脈が存分に活用でき、円滑なプロジェクトの準備や運営に貢

献した。さらに ICETT という地域密着型の組織の活用により、三重県や四日市市の専門家や

人材の選定・プロジェクト参加も容易になされた。仮に JICA が独自に今回のようなプロジェ

クトを実施しようとした場合には質的に適格な人材を迅速に確保するのは非常に困難であっ

たと推察される。

　なお、ICETT はプロジェクト終了後もフィリピン側 C ／ P と引き続きコミュニケーション

を保っていきたいとしており、これもプロジェクト組織が新規に立ち上げられプロジェクト

終了後は解散する場合にはみられないメリットであるといえる。

【連携の問題点】

　JICAにとっての連携の問題点は特になかったものと思われる。本開発パートナー事業におい

ては、通常の技術協力プロジェクトのように四半期報告の提出が直接在外事務所にはなされ

ず JICA 側からみた場合のモニタリングのツールが不足していたこと、また ICETT が作成す

る実施計画書・年次報告書なども直接 JICA 本部に提出されており、在外事務所がプロジェク

トに関する情報を適時に把握することも困難であったため、やはりモニタリングが十分に把

握できていなかったことが問題としてあげられる。ただし、これらは連携そのものの問題点

ではなく事業スキームや事業の運営方法の問題点である。

（2）ICETT にとっての連携の評価

【連携の利点】

　ICETT にとっては、以下のような利点があった。一義的には、JICA より事業の委託を受け

ることにより、活動資金の確保・入手ができた。またカビテ州のイムスを中心とする地域

で、自治体には ICETT の名前はある程度知られているものの、企業・教育関係者にはそれほ

ど知名度は高くない。そのためJICAと連携することで日本政府が支援していると理解され、

研修生の受け入れに対する先方の協力が容易に得られたと思われる。また、本事業は、当初

より３年間の中期的な事業として想定されているので、単発の研修のような短期的な目先の

成果にとらわれない計画が策定・実施も可能であった。

【連携の問題点】

　ICETT によれば、以下のようないくつかの問題点があった。

・関税の優遇措置が得られなかったので、支援の資機材は原則現地調達とした。このため機

材の選択に制約を受けた（ただしスペアパーツなどが調達しやすいというメリットもあ

る）。
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・基本的には３年間の事業であるが、予算の執行はあくまで単年度であり年度ごとに契約す

る必要がある。しかし契約日が年度半ばにずれ込むことが多く、計画の実施までに時間的

な余裕がなく活動の準備が十分にできないケースがあった（例えば、スケジュール調整が

早めにできず国内受入研修の実施時期が ICETT 内で他の研修と重なってしまったなど）。

　ただし、これらは「連携」自体の問題点というよりも事業運営上の問題点と思われる。

 ・本事業は ODA をベースとした事業であるので、原則的には私企業に対する支援は自治体

を通した間接的な活動となり限界があった。
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第５章　提言と教訓

５－１　提　言

（1）短期的提言（協力期間終了まで）

・コンポスト製造施設の完成は、ゴミの分別収集の前提条件であり、候補地が確定しているとこ

ろは電力供給状況の整備などを鋭意進めることが望まれる。住民の協力を得るには、成功事

例であるイムス市に対しスタディツアーを実施することも有効であろう。

・４都市全体で成果項目のひとつである水質モニタリングの結果を公開するホームページの立

ち上げが遅れている。実施機関である財団法人 国際環境技術移転研究センター（ICETT）も支

援のためのフォローアップ活動を予定しているようだが、プロジェクト終了時までの整備が

望まれる。

・児童の教育による環境改善の効果の発現には時間がかかり、やはり成人に対する教育がより

即効性をもつ。成人に対する教育は、ゴミの分別収集の促進や河川などへの不法投棄を予防

する効果も期待できる。既に一部の学校では、保護者の招集日に環境セミナーを開催するこ

とを予定しているが、こうした動きを促進すべきである。

・これまでの企業への指導は、自治体に正式な指導権限のないことにより限界があった。今後

は環境条例を根拠として自治体により、企業全般、さしあたってはモデル企業への指導・監

督を強め産業排水処理の指導を行っていくことが望まれる。

（2）長期的提言（協力期間終了後）

・４都市における環境管理に係る予算・人員体制はある程度整っているものの、十分とはいえ

ない。今後は上位目標の実現に向けて一層の体制の強化が望まれる。

・近い将来 Clean Water Act の運用細則が施行される見通しである。その場合、その内容と齟

齬が生じないよう、自治体の環境条例を必要に応じて見直す必要がある。

・環境天然資源省（DENR）は自治体の水質モニタリング結果に関心が強く、またその地域事

務所の組織・体制の弱さを補ううえでも自治体との連携を望んでいる。同省の地域事務所と自

治体の連絡調整を強化すべきであり、まず、自治体によるモニタリング結果の速やかな連絡

など緊密な情報交換を始めるべきである。

５－２　教　訓

（1）複数の自治体を相手に同時に協力したことにより、自治体間の協力関係や競争意識が生

まれた。したがって、複数の都市でのプロジェクト実施には単体での協力にはみられない

相乗効果が望める。こうした複数都市でのプロジェクトの実施はより多くの投入が必要とな

り、またプロジェクト全体のモニタリングは多少複雑になるが、面的な効果の発現という

意味で効果的である。特に公害問題のようにゴミの発生源と滞積地（例：河川の上流域と

下流域）が異なり広域で取り組むべきサブジェクトにおいては、有用なアプローチと思わ

れる。
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（2）本プロジェクトの前に実施された ICETTによるイムス市における経験が円滑な事業実施

に役に立った。実施機関において同一国での類似業務経験、特に成功体験のあることはプ

ロジェクトのフィージビリティを高める。なお、今回用いられた簡便な水質モニタリング

法やコンポスト施設で用いられる予定のイムス方式11は他国でのプロジェクト実施にも参考

になる。

（3）環境教育は児童を対象としたが、児童の場合、目前の環境対策に寄与しない。河川への

ゴミの投棄などの慣習を改めるには成人を教育する必要がある。したがって、今後同様な

事業を計画する場合には、成人教育もプロジェクトの範囲に取り込むべきである。

（4）コンポストづくり（生ゴミの減量化、再利用）のためには住民の合意形成、用地選定、電

源工事など周到な準備が必要である。先行したイムス市でのコンポスト普及の成功経験を有

効活用すべきであった。具体的には、施設運営による悪臭を憂慮する市民に対しては、実

際にイムス市へのスタディツアーを計画する等も考えられた。

（5）プロジェクトの期間中にモデルサイト（バランガイ、学校、工場）以外にも活動を展開し

ていくには、当初からカウンターパート（C／ P）の増員など組織、人員をあらかじめ考え

ておく必要があった。ただ、各都市の財政規模や今後の持続性を考えた場合には、波及的

段階的な取り組みがより現実的と思われる。

（6）各都市の財政は万全ではないため、州政府が当初からより積極的に関与する形にして、

必要に応じて市に対してイニシアルコストなどの資金を支援できればより望ましかった。

（7）プロジェクトのモニタリングは主として日本人短期専門家に拠った。しかし、その派遣

は、年に１、２回、期間は１回で１か月未満と短く、プロジェクト全体のモニタリングに

は十分ではなかった。したがって、順調に進んでいる課題は問題なかったが、問題を抱え

たり進捗が遅れている課題に対する指導や軌道修正が不十分であった感が否めない。今後、

同様のプロジェクトにおいてモニタリングをしっかり行うためには、日本側専門家が最低

１名は比較的長期間（例えば年間６か月）での派遣が望まれる（注：開発パートナー事業で

は予算上の制約があって、本件の場合、機材、日本研修などの投入との兼ね合いから専門家

派遣の期間が短くなった背景がある）。

注11　イムス市の農業関係者が中心となり開発した方式であり、以下のような特徴をもつ。

①　EM菌を利用している（日本の技術が基本となっている）。また、EM菌と廃棄物であるおがくずを組み合わせて活用して

いる。

②　EM菌の培養技術を自分たちで開発した。

 ③　シュレッダー以外の機械は使用せず、人力で（土の）切り返しを行っている（ 維持管理が容易である）。
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